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巻頭言 

人工知能（AI）は、国際政治における主要な論点の一つとなりつつある。とりわけ近年の生成 AI の急㏿

な発展は、人間の知的活動を代替し、あるいは拡張しうる汎用技術の出現を感じさせつつある。その応用範

囲は情報空間から自動運転、ロボティクスに至るまで、社会・経済・産業のあらゆる領域に広がりを見せて

いる。 

 

本レポートは、地経学研究所・新興技術グループにより、生成 AI を「国家パワー」として位置づけ、米

国・中国・欧州・日本の比較を通じて、技術競争がいかに国際秩序を変容させつつあるかを考察するもので

ある。その分析を通じて、我が国が国際社会においていかなる働きかけを行い、いかなる地位を確立すべき

かを検討することを目的としている。 

 

AIは単なる技術ではなく、資金、人材、計算資源、制度といった複合的要素を通じて初めて国家パワーへ

と転換される。技術的な応用範囲の広さと同様に、その開発環境も複合的であり、今日においても技術は絶

えず進化を続けている。本レポートの試みは、そうした加㏿度的な進展の中で各国の動向を体系的に記録・

分析するものであり、AIを国際政治の枠組みの中で俯瞰する視座を提供することを意図している。 

 

本レポートが、AIという技術を国際政治の枠組みの中で理解したい方々の一助となれば幸いである。 

 

地経学研究所 経営主幹 ／新興技術グループ・グループ長 

塩野 誠 
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エグゼクティブサマリー 

 

2025年現在、生成 AIの開発を巡っては、米中を中心として各国が激しい競争を繰り広げている。最先端

の生成 AI の開発は単なる技術革新ではなく、国家のパワーを巡る競争の一部となっているからである。た

だし、冷戦期の核開発や宇宙開発とは異なり、生成 AI の開発は国家が独占的に進めているわけではない。

むしろ民間企業が主導しつつ、政府や大学、投資家などの多様なプレイヤーが参画する「イノベーションエ

コシステム」が生成 AIを巡る競争の基盤を形成している。これが現代の新興技術の一つの特徴である。 

本レポートは、生成 AI の技術進展そのものや、各国の個別の政策の良し悪しを論ずるものではない。生

成 AI の開発競争を「国家のパワー」を巡る競争という視点で捉え、そのパワーを獲得するために、各国が

どのような競争戦略を採用しているのかを考察するものである。具体的には、米国、中国、欧州、日本にお

ける生成 AIの開発及び利用の取り組みの比較を通じて、生成 AIがいかに国家のパワーに転換されうるかを

分析し、日本にとっての戦略的含意を導出することを目的としている。各章のサマリーは以下の通りとなる。 

 

第 1章：米国 ―民間主導のエコシステム最大化 

米国は圧倒的な基盤モデル数、人材、計算資源、投資環境を含めたイノベーションエコシステムを有して

おり、世界の生成 AI 開発をリードしている。ビッグテックと呼ばれる巨大テクノロジー企業は、巨額の投

資とクラウドや半導体供給力を通じ、研究開発からユーザへのサービス提供までを支配している。一方で、

政府の役割は相対的に限定的であり、政権交代により規制とリスク管理方針が大きく揺れ動いている。その

中でも国防総省は生成 AI活用を急㏿に進めつつあるが、軍事利用を含めて、生成 AIというパワーの「源泉」

をいかに国家のパワーに転換するのかという、体系的なモデルを示せてはいない。 

 

第 2章：中国 ―権威主義的アプローチの「成功」とジレンマ 

中国は「科学技術の自立自強」を掲げ、国家主導で生成 AI開発を推進している。中国の生成 AIエコシス

テムは、政府の役割の大きさと急㏿な AI 関連企業の増加によって特徴づけられる。先端半導体をはじめと

して、依然として米国に後れを取る部分が残っているものの、競争力のある AI 研究者が国内で育ちつつあ

る。低価格かつ高効率モデル「DeepSeek」の登場は、それを示したとも言える。一方で、中国は早い段階か

ら生成 AI の利用を管理し始め、法律による規制を進めているが、規制と発展のバランスをどうとるかは中

国にとっても困難な問題となっている。 

 

第 3章：欧州 ―規制によるパワーは実現するか？  

欧州は生成 AI の基盤モデル開発や研究開発体制において米中に大きく遅れを取っているが、規制面では最

も包括的な AIシステムの規制法を成立させている。2024年 8月に発効した EU AI法は、人権やプライバシ

ーなどの欧州の基本的な価値観を担保すると同時に、厳しい規制を梃子として、EUとしてのデジタル主権を

維持するとともに、対外的な影響力を発揮しようという試みと言える。しかし、厳しすぎる規制は欧州域内

でのイノベーションを阻害することにもなりかねず、規制とイノベーションのバランスをどうとるかの模索

が続いている。 
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第 4章：日本 ―ミドルパワーとしての戦略の模索 

日本は生成 AI の基盤モデル開発で米中に後れを取る中、大企業主導で研究を進めつつ、官民協調による

エコシステム形成を模索している。政府は計算資源などの基盤インフラ整備等で企業のイノベーションを支

援しようとしており、大学・研究機関も一定の役割を果たしている。また、AI開発の安全性担保のためルー

ル整備も進められている。しかし、日本は人材・計算資源・投資規模などの面で大きな制約を抱えている。

グローバルな生成 AI 開発競争において、日本が技術革新の波にいかに追随できるかが、主権国家としての

パワーの確保に直結する。 

 

第 5章：比較考察及び政策提言 

本レポートが比較した米国・中国・欧州・日本の生成 AI 開発戦略は、それぞれに特徴的なアプローチが

あることを示している。そこから浮かび上がるのは、第一に、生成 AI をめぐる競争が単なる技術開発の優

劣にとどまらず、インフラ、資金、人材、制度といった複合的要素の組み合わせによって「国家のパワー」

に転換されるという点である。第二に、これらの要素のうち、政策的な裁量余地が大きいのは国内規制をは

じめとする「制度」となるが、これが技術や産業基盤に裏付けられない場合に、どこまでパワーとして効果

を持ちうるかに関しては、まだ結果が出ておらず、今後の展開を見守る必要があるという点である。第三に、

「思想」の問題がある。生成 AI の基盤モデルは人間の自然言語を学習データに用いており、それぞれのモ

デルには人間の「思想」や価値観が反映されている。すなわち、ある国で開発された基盤モデルが海外で使

われれば、それは思想の輸出にもなりうる。こうして、生成 AIとパワーの関係を考えるにあたっては、「思

想」が果たす役割を考慮することがますます重要になっている。 

上記の前提に立った上で、第 5 章では、各国の戦略の比較を踏まえて、日本が生成 AI 領域でとりうる戦

略的アプローチとして、以下の提言を行う。 

 

 

① 生成 AI分野における「ミドルパワー」としての選択 

日本は米中のように基盤モデル開発で主導的地位を確立することは現実的でない。むしろ、「ミドル

パワー」としての日本の立ち位置を認識した上で、技術競争の先頭に立つことを狙うのではなく、競

争力を発揮できる分野を見出すという発想に立つべき。 

② 基盤モデル競争からの撤退と応用分野での競争力構築 

基盤モデル開発に必要なリソースを米中に匹敵させることは困難であり、基盤モデル開発競争からの

部分的撤退により、限られた資源の効率的な再配分を目指す。防衛・製㐀・医療・教育といった社会

的ニーズに直結する応用領域に注力し、差別化による競争力を構築する。 

③ 「落伍しない」ための基盤モデル投資とインフラ整備 

基盤モデル開発からの完全撤退は大きなリスクを伴うため、基盤モデルへの投資と計算資源の確保、

人材育成の努力は維持する。研究機関や産業界が「落伍しない」水準でアクセスできるインフラを整

備し、国際的な技術標準やルール形成に参加し続けられる体制を維持すべきである。 
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④ 規制アプローチの加㏿ 

生成 AIの安全性・透明性・説明責任を担保するため、国内でのルール整備を加㏿させる必要がある。

規制は産業界への過度な負担とならないよう調整するべきであるが、生成 AI の安全性や信頼性を評

価・確保する能力と規制がセットになることで、リスクを制御するだけではなく、日本の新たな強み

として、応用分野での AIの信頼性や安全性での競争力を打ち出すことができるかもしれない。 

⑤ 国際協調戦略の再構築 

国内での規制の整備と国際的な規範形成を両輪で進めていく必要がある。「広島 AI プロセス」は１つ

の成功例となる。連携相手としては、強力な規制アプローチを採用しつつ「ミドルパワー」として立

場の近い EUとの連携を軸としつつも、技術面で先行する米国との協力、生成 AI開発の資源での制約

を受けているアジア諸国との連携強化など、多層的な国際協調戦略を再構築することが重要となる。 
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はじめに 
 

第１節 AIとパワー 

人工知能（AI）の技術進化が国際政治における覇

権争いの中核的な論点を提示している。急激に進化

する AIはその影響力が極めて広範囲に及ぶ。AIは

人間の知能を代替する技術であるため、人間が関わ

るものであれば AI は全てに関わるとも言える。こ

こまでの汎用性はこれまで産業や経済に影響を及

ぼしてきた技術には見られなかったものである。AI

の具体的な影響力は未知数ながら、その汎用性によ

って国家そのもののパワーを規定する可能性があ

る。それはさながら冷戦期の核開発や宇宙開発をめ

ぐる競争のようでもあるが、決定的に異なる点もあ

る。それは AI が政府主導の技術開発ではなく民間

企業を出自とするソフトウェア技術であり、民間企

業の技術開発力、計算資源の規模、政府の支援と規

制といった複数の要素とアクターから成り立つエ

コシステムを形成していることである。 

近年、巨大 IT企業（いわゆるビッグテック）の生

成 AI を巡る競争は激化の一途を辿っている。ビッ

グテックは生成 AIの基盤的技術である LLM（大規模

言語モデル）や LRM（大規模推論モデル）の開発の

ための人材と計算資源に巨額の投資を行っている。

ChatGPTに代表される生成 AIの登場は AIという技

術が汎用技術として社会実装され、産業分野のみな

らず経済、情報空間、安全保障に変革をもたらす存

在だということを認識させた。 

2025 年現在、AI という新興技術をめぐる競争の

最前線に立つのは米国と中国である。その一方で日

本や欧州を含む各国の技術競争力は米中に劣後し、

その構㐀の中で相対的な位置づけを模索し、ルール

形成など技術の周辺領域で優位性を見出そうとし

ている。主権国家は諸外国の影響を受けない自国の

AIを開発・運用することを志向するが、競争力の高

い自国製 AI の保有には多くの前提条件が必要とな

る。各国が自前で最先端の AI を開発するためには

AI研究者やエンジニアといった人的資源、先端半導

体の保有量に規定される計算資源、安定した安価な

電力供給などが必要条件となる。しかし、その条件

を充足する国は多くはなく、世界でも 10 ヵ国程度

にとどまる。 

本レポートの狙いは、生成 AI を技術としてのみ

ならず「国家のパワー」として捉える視座を提示し、

生成 AI をめぐって何がパワーの源泉となるのかを

問い、各国の生成 AI 開発の経緯と特徴を比較する

ことでインサイトを導出することである。技術競争

を制することが国家の命運を左右する時代にあっ

て、いかに自国のイノベーションとエコシステムを

管理し、安定した国際秩序を構築していくかを考え、

ひいては日本が採るべき戦略的アプローチの導出

を試みたい。 

本レポートでは米国、中国、欧州、日本という国・

地域ごとに生成 AI の研究開発状況と政策について

比較考察を行う。これらの国・地域は生成 AI の開

発利用を巡る主要プレイヤーであるとともに、それ

ぞれが異なる特徴を有しているためである。現状で

は、米国は民間主導のイノベーション創出による自

律的なエコシステムを通じて世界の生成 AI 開発を

リードし、各国は米国の技術革新に依存している。

中国は、欧米の政策・思想の影響が懸念される生成

AIモデルを回避するため、国家戦略として技術主権

を確保するため自国での自律的な生成 AI 開発を志

向し、半導体開発、生成 AI モデル開発を行ってい

る。欧州は技術的に米中に劣後するなかで、ハード

ローによる生成 AI への規制で国際ルール形成を試

みている。一方、日本は LLM構築などについて大企

業が中心となるなか、産業競争力と安全保障の双方

の観点から官民協調によりルール形成と開発競争

に追随しようとしている。 
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第２節 本レポートの視点 

上記で提起した考察を行うにあたり、いくつかの

ポイントとなる概念を確認しておきたい。 

 

（1）パワーの定義 

国際政治学において「パワー」とは、他者の行動

に影響を及ぼす能力と一般的には定義される。伝統

的には軍事力や経済力がパワーを構成する中心的

要素とされてきた一方で、各国の価値や規範といっ

たソフトパワーも重要視されてきた。近年は科学技

術が国家パワーの源泉とされ、デジタル技術やサイ

バー空間が国際競争の焦点となっている。 

 

（2）科学技術とパワー 

科学技術はただちに国際政治におけるパワーと

なるわけではなく、それをパワーとしての軍事力・

産業競争力・制度などに転換する仕組みを必要とす

る（Power conversion）。すなわち技術そのものでは

なく、それらを制度・産業・軍事に結びつける仕組

みが国家のパワーを形成する。生成 AI の開発競争

に即して言えば、国家のパワーにとっては、生成 AI

の最先端モデルを開発することも重要であるが、そ

れをどのように活用し、パワーに転換するかも同様

に重要となる。 

ただし、新たな技術の活用にはリスクが伴うこと

もあり、技術の活用と安全性確保のための規制のバ

ランスをどうするかも、各国が直面する重要な課題

となる。 

 

（3）イノベーションエコシステム 

現代の技術競争は、政府だけが主導するものでは

なく、多くの場合において、大学・研究機関・民間

企業・ベンチャーキャピタルといった多様なアクタ

ーが絡むイノベーションエコシステムによって成

り立っている。冷戦期の原子力は国家が独占した

「クローズド技術」であったが、現代の AI は民間

企業主導のイノベーションに依拠し、例えば民間企

業がオープンソースを公開・普及させることが可能

である点で異なる。ここでは官民の役割も変容し、

民間企業がイノベーションを主導する一方で、政府

は規制と支援という政策ツールで国際競争への介

入と市場の調整を行う役割を担う。 

生成 AI は、国家のパワーのあり方を再定義しつ

つある。民間主導の米国、国家主導の中国、規制先

行型の欧州、ミドルパワーとして立ち位置を模索す

る日本。これらの４つの国・地域の比較を通じて浮

かび上がるのは、生成 AI の開発を巡る競争が単な

る技術競争ではなく、新しいパワーの出現と国際秩

序の変容をもたらしつつあるという様相である。軍

事力や経済力といった伝統的な国家資源とは異な

り、技術はそのままでは国家のパワーとはならない。

資金、人材、制度といった複合的要素が重なり合っ

て初めてパワーへと転換される。本レポートでは、

生成 AI という多面的な要素を持つ新興技術がどの

ように国家のパワーとして位置づけられ、今後の国

際秩序にどのような影響をもたらすのかを考察す

る。 
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第１章 米国 －民間主導のエコシステム

最大化 

 

世界の生成AIの基盤モデルの開発競争において、

先頭を走っているのは米国である。OpenAI の

ChatGPT、Google の Gemini、Microsoft の Copilot

など、日本でもメジャーな生成 AI サービスは、米

国企業が提供している。同国には、巨大テクノロジ

ー企業（以下、「ビッグテック」という）を中心とし

て、生成 AI の開発のための強力なエコシステムが

形成されており、そこには政府の関与が少ない点が

特徴となっている。 

2025年 1月までのバイデン政権においては、産業

界への配慮を見せつつも、行政府の有する権限の範

囲内で、安全な AI の開発及び利用と個人の権利保

護の推進を試みており、安全性確保のためのガイド

ライン策定などを進めてきた。一方、2025年１月に

第２次トランプ政権が成立すると、同政権は 1月 23

日、AIに関する規制緩和を指示する大統領令を発表

し、イノベーション促進を強調するとともに、バイ

デン政権時代のAI規制を撤廃することを宣言する。 

トランプ政権は同年７月には「AI行動計画」を発

表し、①AIイノベーションの加㏿、②米国内での AI

インフラの構築、③AIに関する外交・安全保障の３

本を柱とする政策を打ち出した1。同計画は、最大の

AI エコシステムを有する国家が、グローバルな AI

スタンダードを決定し、経済的及び軍事的な利益を

得るとの前提の下で、AIを巡る競争に米国が勝利す

るという決意を示している。 

本章においては、米国の生成 AI のエコシステム

の現状や産業構㐀上の特徴を明らかにするととも

に、米国政府が生成 AI をどのように活用しようと

しているのか概観する。結論から言えば、現在の米

国政府は、生成 AI を大国間の技術競争における重

要な戦略的要素として位置づけており、同技術の開

発におけるグローバルな優位性の確立を目指して

いる。一方で、米国の生成 AI 開発が民間主導であ

ることや、政権交代による政策の一貫性の欠如のた

め、同技術を国家としてどのように体系的に活用し

ていくのか、リスク管理をどう進めていくのか、国

際的なルール形成やガバナンスをどのように主導

していくのか、といった点について、必ずしも包括

的なビジョンや政策が確立できていないという課

題も抱えている。 

 

第１節 米国における生成 AIエコシステム 

世界における生成 AI の開発競争において、あら

ゆる側面で米国は他国を大きくリードしている。大

規模な言語データセットを用いて学習を行った AI

モデルを「基盤モデル（Foundation model）」と呼ぶ

が、これが生成 AI の基盤となっている。例えば、

OpenAI の GPT-4、Googleの PaLM-E、Metaの Llama 

2等が基盤モデルの代表例にあたる。図 1は 2023年

時点の各国の代表的な基盤モデルの数を表したも

のであるが、米国が圧倒的な数を有していることが

わかる2。 

図 1：国別の基盤モデル数の比較（2023年時点） 

（ Source: 2024 AI Index Report, Stanford 

University
3） 

このような米国の競争力の源泉となっているの

が、世界で最も充実した生成 AI 開発のエコシステ

ムの存在である。研究機関（研究者）、投資家

（Venture Capital）、基盤インフラ（データセンタ
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ーやクラウドサービス、半導体の入手性）、基盤モデ

ル開発企業、アプリケーション開発企業、サービス

プラットフォームなど、研究開発からユーザにサー

ビスを提供するところまで、米国においては巨大な

エコシステムが形成されている（図 2）。 

例えば、AIの研究開発の分野においては、スタン

フォード大学、ハーバード大学、カーネギーメロン

大学、カリフォルニア大学ヴァ―クレー校、マサチ

ューセッツ工科大学などが世界トップクラスとさ

れている。これらの大学には、米国のみならず世界

中から優秀な人材が集まっており、そこで生み出さ

れた研究成果や人材が生成 AI を開発する米国企業

に供給されている。世界上位 2%のトップ AI研究者

のうち、2022年時点で米国で働いている人材は 57%

にのぼり、2位の中国（12%）、3位の英国（8%）を大

きく引き離しているとの調査結果もある4。 

また、資金提供面では、ベンチャーキャピタル（VC）

を中心とする投資環境が活発であり、AI研究への投

資額では世界で米国が突出している（図 3）。

Andreessen Horowitz、Sequoia Capital、Accel 

Partners、Benchmark Capitalなどの VCが生成 AI

スタートアップの事業を初期段階から資金面で支

えている5。 

これらに加えて、米国の生成 AI エコシステムに

図2：米国における生成AI開発におけるエコシステムのイメージ（筆者作成） 

図3：国別のAIへの民間投資額（2024年）（Source: 2025 AI Index Report, Stanford University ） 
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おける特徴が 2点ある。１点目は、AI訓練用に必要

な先端半導体で圧倒的なシェアを誇る NVIDIA の存

在であり、同企業が、生成 AI の基盤モデル開発事

業者に大量の先端半導体を供給している。2024年 6

月時点では、AI訓練用の先端半導体に占めるNVIDIA

の世界市場シェアは 70-95%に及ぶとも報じられて

いる6。 

2点目は、Microsoftや Google、Amazonなどのビ

ッグテックの存在である。すなわち、ビッグテック

は生成 AI の基盤モデル開発に不可欠なクラウドサ

ービスの提供者であり、また生成 AI サービスを展

開するプラットフォーマーでもあるとともに、基盤

モデルを開発する企業に対する資金提供者といっ

た側面も有している。2025年 7月末までに、例えば

OpenAI は Microsoft から計算資源の提供だけでは

なく、総額 460億ドル以上の投資を受けている。ま

た、Anthropic は、Amazon から 80 億ドル、Google

から 34 億ドルの投資を受けており、これらは同社

の資金調達額（207 億ドル）の半分以上を占めてい

る7。特に性能の高い基盤モデルほど、その訓練に必

要なコストが高額となるだけに、今後ビッグテック

の有する資金提供力がさらに重要となってくる可

能性がある（図 4参照8）。また、ビッグテックは大

学などの研究機関とのつながりも強く、両者の共同

研究が盛んに行われているほか、資金や計算資源な

どの提供を通じて大学等での AI 研究者に大きな影

響を与えていると指摘されている9。 

このように、ビッグテックは、米国の生成 AI エ

コシステムの様々な領域を支えており、これまでの

伝統的な研究開発では政府がエコシステムの形成

を主導してきたのに対して、現代ではビッグテック

がそれを推し進めていると言っても過言ではない

状況が形成されている。 

他方で、米国政府は、主に生成 AI サービスのユ

ーザとしての役割を担うほか、一部の基礎研究の支

援など、側面支援的な立ち位置をとっている。例え

ば、米国立科学財団（National Science Foundation: 

NSF）は、AI 研究者が計算資源、データ、ソフトウ

ェアなどのリソースにアクセスできるように、国立

AI 研 究 リ ソ ー ス （ National Artificial 

Intelligence Research Resource）パイロットプロ

ジェクトを 2024 年 1 月から開始している10。また、

NSF には研究機関に資金提供をする機能もあり、ノ

ースイースタン大学の大規模言語モデル（LLM）の計

算プロセスの研究に 900万ドル、ヴァンダービルト

大学での生成AIアプリケーション開発に30万ドル

図 4：基盤モデルの訓練コストと計算資源の相関関係（Source: 2025 AI Index Report, Stanford University） 

訓練コスト 

（単位：USD） 

計算資源量（単位：petaFLOP） 
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を拠出している11。 

 

第２節 産業構㐀上の強みと課題 

 このように米国においては、生成 AI 開発に必要

な要素が全て揃っており、政府の積極的な関与がな

くても、生成 AI のエコシステムが自律的に発展し

ていることが最大の強みとなっている。特に高性能

な生成 AI の基盤モデルの開発に必要となる「巨額

の資金」と AI訓練に必要な「大量のデータ」の両方

をビッグテックが保有していることは、他国には見

られない特徴と言えよう。 

また、生成 AI 開発における先行優位性を生かし

て、Google等が全世界のユーザにリーチできるプラ

ットフォームを保有していることも、米国の生成 AI

サービスにとって有利な点である。米国の生成AIサ

ービスは欧州や日本はもとより、東南アジアの国々

でも広く利用されている。市場が米国内に限定され

ないことで、多くのユーザを獲得しやすい構図が出

来上がっている。例えば、OpenAIは、2024年 10月

末時点にて、同社の ChatGPTの 1週間のアクティブ

ユーザが 2億 5000万人となり、収入全体の約 75％

が消費者の同サービスへの課金によるものだと明

らかにしている12。 

他方、米国の課題としては、リスクへの対応が挙

げられる。すなわち、米国においては、生成 AI開発

及び利用にかかわる強制力を伴う規制がほとんど

存在しない。後述するように、バイデン政権におい

ては、2023年 10月の大統領令によって、特定の AI

システムを開発する企業に、安全性テストの結果な

どを政府に報告するよう義務付けたが、それ以外に

はリスクへの対応は、生成 AI を開発する企業の自

主的な取り組みに委ねられている。 

生成 AI は、偽情報の生成、サイバー攻撃への悪

用、機密情報の漏洩、個人の権利やプライバシー侵

害など、様々なリスクを孕んでおり、一部には既に

顕在化しているリスクもある。こういったリスクへ

の対応と、企業の自由な経済活動のバランスをどの

ようにとっていくかは米国にとっても大きな課題

となろう。 

また、もう１つの課題としては、高性能な生成 AI

基盤モデルの開発に必要なコストの上昇である。高

性能な基盤モデルを開発するには、より多くの計算

資源を投入し、モデルの訓練をすることが１つの方

法であるが、図４で示されているように、訓練コス

トは指数関数的に上昇している状況にある。これま

で米国においては、ビッグテックや VC が資金提供

をすることで、基盤モデルの訓練コストがカバーさ

れてきたが、生成 AI 開発競争が激化するにつれて

より多くの計算資源と巨額の資金が必要になった

ときに、現在の生成 AI 開発エコシステム内で対応

できるかという懸念も示されるようになってきて

いる13。 

 

第３節 生成 AIの利用に関する政策 

生成 AI 基盤モデルの開発が民間部門主導で進ん

でいるのに対して、米国政府はそれを活用する必要

性を認識している。生成 AI が本格的に表舞台に登

場する前から、AI 全般に関しては、2019 年２月に

第 1次トランプ政権にて「AI分野におけるアメリカ

の主導権維持」（EO 13859）と題する大統領令が発出

されていた14。同大統領令においては、AIは米国の

経済成長を促進し、国家安全保障を強化し、生活の

質を向上させるものとされ、また AI 研究開発及び

実装において、米国がリーダーの地位を維持・強化

することが米国政府の政策として規定された。 

生成 AI が本格的に登場したバイデン政権におい

ても、上記の政策の方向性は引き継がれ、その土台

の上に「国家 AI研究開発戦略計画」（2023年 5月）

を更新するなどの AI の開発促進を目指す政策が策

定されてきた15。ただし、特に 2022年後半以降、生

成 AI の利用が急㏿に普及しはじめると、バイデン

政権は生成 AI がもたらしうる様々なリスクへの対
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応の検討を進め、開発及び利用促進とリスクへの対

応のバランスをとろうと試みた。上述の「国家 AI研

究開発戦略計画」の発表時においても、ホワイトハ

ウスのプレスリリースでは、AIのもたらすリスクの

管理が重要であること、したがって当該リリースで

は「責任ある AIイノベーション」（responsible AI 

innovation）が必要であると強調されている16。 

リスクへの対応をより具体的に示したものは、

2023年 10月に公表された「AIの安心、安全で信頼

できる開発と利用に関する大統領令」（EO 14110）で

あり、この大統領令に基づき、生成 AI の安全性確

保のための最低限の義務が AI 開発企業に課される

こととなった（詳細は後述）17。 

その 1 年後の 2024 年 10 月には、AI の開発、利

用、安全性確保に関する国家安全保障覚書（NSM）が

公表された。NSMは、先端的な AIが近い将来に国家

安全保障に重大な影響をもたらすとの認識を示し

た上で、連邦省庁に対して、①安全で信頼性のある

AIの開発で世界をリードすること、②米政府の国家

安全保障ミッションを達成するため先端的な AI 技

術を活用すること、③AIに関する国際的なコンセン

サス及びガバナンスを推進することを求めた18。こ

のようにバイデン政権時においては、生成 AI の開

発や利用を推進しつつも、AIのリスクやガバナンス

にも一定の配慮を行ってきた。 

一方で、2025年１月に第２次トランプ政権が発足

すると、その当日に、「AI の安心、安全で信頼でき

る開発と利用に関する大統領令」（EO 14110）を撤回

するとともに、１月 23日に「AIに関する規制緩和

を指示する大統領令」（EO14179）を発表した19。

EO14179 においては、人類の繁栄、経済的競争力、

国家安全保障を促進するため、AIでの米国の優位性

を強化することを宣言するとともに、その障壁とな

っている規制等を見直すことを指示した。同政権政

策としては、バイデン政権時と比べて、AIがもたら

しうるリスクへの対応よりも、イノベーション重視

にシフトしていると言えよう。 

 

第４節 国家安全保障のための生成 AIの活用検討 

米国防総省はオバマ政権後半以降、AIの活用に本

格的に取り組んでおり、生成 AI もその延長と言え

る。例えば、「2018年版国防総省 AI戦略」などの政

策文書が策定されているほか、2018年には国防総省

全体の AI 関連施策を調整する組織として、統合人

工知能センター(JAIC）が設置された20。また、2022

年 2月には、国防副長官直属の組織として主席デジ

タル・AI担当官（CDAO）が創設され、JAICも CDAO

に統合された21。CDAOは国防総省の AI戦略の策定や

同省全体のデジタルインフラの構築などを担うこ

ととなった。 

2023年 11月には、当時のキャスリーン・ヒック

ス国防副長官が「2023 年版国防総省データ、分析、

AI採用戦略」を発表した。これには CDAOが中心に

なって策定した文書で、同副長官は、良質なデータ

と AI 技術を活用し、国防総省における意思決定の

㏿度を向上させるものと説明している22。 

生成 AIそのものの活用については、2023年 8月

に国防総省内に生成 AIタスクフォース（Task Force 

Lima）が設置され、生成 AI の活用方法について検

討作業が行われることとなった。その作業は2024年

12月までに完了し、国防総省における生成 AIの利

用方法として 15 のユースケースを特定した上で、

さらに大分類として、①戦闘機能（例：指揮統制、

意思決定支援、運用計画作成、ロジスティクス支援、

兵器開発、サイバー運用）と②組織管理機能（例：

予算システム、人事管理、組織ロジスティクス、サ

プライチェーン、健康情報管理、法律分析、調達プ

ロセス、サイバーセキュリティ）に区分した23。 

2024年 12月には Limaの活動結果を受けて、国防

総省は「AI即応能力セル(AI RCC)」を立ち上げるこ

とを発表した24。AI RCCは、CDAOと国防イノベーシ

ョンユニット（DIU）が共同で運用し、生成 AIを含
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めた先端的な AI システムを国防総省に導入するこ

とを目指すこととなっている。米国の 2024 会計年

度及び 2025会計年度において、AI RCCは計 1億ド

ルを投じて、生成 AIの試験利用の実施、AI試験環

境の整備、中小企業による生成 AI を使ったアプリ

ケーション開発支援などを行う予定である25。 

国防総省が生成 AIの活用を急ぐ背景には、AI技

術の急㏿な進歩そのものに加えて、中国などの戦略

的競争国が AI 技術を採用していることも影響して

いる。CDAOのラダ・プラム博士は、AI RCCの立ち上

げ時に、「中国、ロシア、イラン及び北朝鮮のような

敵対国が AI 技術の利用を加㏿していることが、国

家安全保障の重大なリスクとなっている」と説明し

ている26。 

なお、AI 活用の方策と並行して、2020 年に国防

総省は「AIの倫理原則」を公表し、①責任、②公平

性、③追跡可能性、④信頼性、⑤ガバナンスの５つ

を原則として掲げた27。さらに 2022年には、同省は

「責任ある AI 戦略と実行の道筋」と題する文書を

公表し、AIの利用における倫理的側面にも配慮して

いく姿勢を示しているように、倫理やリスク対応に

も手を打っている28。 

第 2次トランプ政権に入ってからも、国防総省に

おける生成AIの利用は加㏿している。政策面では、

2025 年 7 月の「AI 行動計画」において、国防総省

における AI の活用促進を進めていくことが確認さ

れているほか、民間企業との連携においても、例え

ば同年 6月には国防総省が OpenAIと 2億ドルの契

約を締結した29。OpenAI社からは、当該契約が CDAO

とのパイロットプログラムであること、国防総省の

管理業務の変革を目指していると発表されている30。

さらに 7月には、CDAOが、Anthropic、Google、OpenAI

及びxAIとそれぞれ2億ドルを上限とする契約を締

結し、様々なミッション領域において先進的なAIを

使ったワークフローを開発すると公表している31。 

 

第５節 生成 AIがもたらすリスクへの対応 

生成 AI の利用にあたっては、プライバシーの侵

害といった社会問題から経済的損失、偽情報の作成、

軍事利用上でのリスクなど様々なリスクが指摘さ

れているところである。バイデン政権においては、

開発及び利用の促進とリスクへの対応のための規

制とのバランスを慎重に見極める姿勢をとってき

た。2023年 10月に署名された「AIの安心、安全で

信頼できる開発と利用に関する大統領令」（EO14110）

は、AI がもたらすリスクに対応する必要性を訴え、

AI 開発企業等に対して最低限の規制を課しつつも、

大部分はガイドラインの策定によって生成 AI の安

全性及び信頼性確保を目指すものであった32。 

具体的には、EO14110 は、デュアルユースで使用

可能な基盤モデルを開発している企業に対して、当

該モデルの訓練や安全性の試験結果などを政府に

報告するように義務付けた。一方で、（法的義務のな

い）AI安全性確保のためのガイドラインについては、

商務省傘下の国立標準技術研究所（NIST）に策定を

指示し、NISTは 2024年 7月に、「生成 AIのための

AIリスク管理枠組み」を公表した33。また、生成 AI

の基盤モデル開発業者向けのガイドラインとして、

「デュアルユース基盤モデルの誤用リスク管理」の

ドラフト版を公表している（ドラフト第 2版は 2025

年 1月公表）34。 

また、バイデン政権は AI の安全性確保を担う機

関として、2023年 11月に NISTの傘下に AIセーフ

ティ・インスティテュート(USAISI)を設置し、さら

に翌年 2月には、産学官の様々なプレイヤーが参加

する AI セーフティ・インスティテュート・コンソ

ーシアム(AISIC)を創設した。AISICには、Amazonや

Googleといったビッグテック、マサチューセッツ工

科大学やカーネギーメロン大学などの最先端の AI

研究を担う大学など、280 以上の組織が参加してお

り、科学的根拠に基づく AI ガイドライン作りを支

援する役割を担うとされている35。 
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このようにバイデン政権においては、生成 AI の

もたらすリスクに対して最小限の規制を課しなが

ら、並行して法的義務はないガイドラインを策定す

るとともに、企業や大学などの意見を取り込むメカ

ニズムを構築するという、規制とイノベーション促

進のバランスを考慮した対応がとられていた。 

一方で、上述のように、第２次トランプ政権は

EO14110をすぐに撤回し、AIイノベーションを阻害

する規制を緩和していく方向性を打ち出した。J.D.

ヴァンス副大統領は、2025年 2月にパリで開催され

た AI アクションサミットにて、過剰な規制に反対

の姿勢を明確に打ち出すとともに、米国は共同声明

に署名をしなかった36。同年 6月には、商務省は AI

セーフティ・インスティテュートを「AI標準化・イ

ノベーションセンター（CAISI）」に改称すること、

同センターはよりイノベーション促進を重視する

ことを発表した37。 

ただし、第 2次トランプ政権においてもリスクへ

の対応がすべて捨象されたわけではなく、CAISI に

おいても、サイバーセキュリティ、バイオセキュリ

ティ、化学兵器などの顕在化しうるリスクへの対応

に注力することとされた。7 月にホワイトハウスか

ら公表された「AI行動計画」も、上記リスクへの対

応に加えて、AIシステムの脆弱性対応などを実施す

るように各省庁への指示が出された38。 

 

第６節 生成 AIを巡る対外関係 

対外的な関係に目を転ずると、生成 AI の開発・

利用を巡って同盟国・同志国を中心とする「協調的

な側面」と、戦略的競争国に対する「競争的な側面」

に分けて考えることができる。 

前者の協調的な側面においては、バイデン政権で

は、生成 AI 基盤モデルの開発を米国がリードして

いることを利用して、米国の価値や基準に基づく、

生成 AI にかかわる標準化やリスク管理枠組みの策

定をリードすることを追求してきた。例えば、多国

間の枠組みでは、G7広島サミット（日本主催、2023

年 5月）での広島 AIプロセスへの参画、AI安全性

サミット（英主催、2023年 11月）や AIソウルサミ

ット（英・韓主催、2024年 5月）への参加のほか、

米国が主導する形で、各国の AI セーフティ・イン

スティテュートや政府機関のネットワークを創設

し、2024年 11月に初会合をサンフランシスコで開

催するなど、米国は国際的なルール形成の議論に積

極的に参画してきた39。 

また、二国間協力でも、米―EU間においては、2021

年に「米 EU貿易・技術評議会（U.S.-EU Trade and 

Technology Council; TTC）が立ち上げられ、その作

業部会の１つで信頼性のある AI に向けた取り組み

が議論されることとなった 。2022 年 12 月には、

TTCの成果の目玉として、「信頼できる AI評価及び

リスク管理に向けた共同ロードマップ（TTC Joint 

Roadmap on Evaluation and Measurement Tools for 

Trustworthy AI and Risk Management）が公表され

た。TTCの第 4回会合（2023年 5月）では、信頼性

及び責任のある AI 技術開発のためのリスクベース

アプローチへのコミットメントとともに、上記のロ

ードマップ実行にあたって生成 AI に特別な重点を

置くことが確認され、生成 AI のリスクに関する認

識のすり合わせが行われている。 

その他でも、バイデン政権は英国と了解覚書（MOU）

を締結し、AIの安全性試験の共通アプローチを開発

することを発表している40（2024年 4月）ほか、日

米首脳会談においても、広島 AI プロセスの前進や

両国の AI セーフティ・インスティテュート間での

連携強化など、AIの研究や安全面での協力が確認さ

れており、重層的な協力の枠組みを追求してきた41。 

バイデン政権が、同志国、友好国との協力を推進

してきた背景として、それが米国の利益や価値を促

進するための手段にもなるほか、生成 AI 開発・利

用における同国のリーダーシップを発揮する狙い

もあるだろう。また、中東やアジア・アフリカなど
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のいわゆるグローバルサウス諸国への米国の影響

力拡大を意識していることも考えられる。特に UAE

やサウジアラビアは、AI開発への投資に注力してお

り、米中間での競争の場になりつつある。例えば、

2024年4月、MicrosoftはG42（UAEの AI開発企業）

に 15 億ドルを投資することを発表しているが、中

国 Huawei 製の通信機器の使用を停止することが条

件となっている42。 

他方で、戦略的競争国である中国に対しては、バ

イデン政権は「競争的側面」が色濃く反映された政

策をとってきた。すなわち、中国に対する技術的な

優位の維持及び生成 AI にかかわる重要技術を保護

することを政策目標として、中国が生成 AI の最先

端の基盤モデルを開発するために必要となる先端

半導体などの計算資源や技術情報を入手できない

ように様々な手を打ってきている。 

その代表例が輸出管理政策であり、2022年 10月

に米商務省は中国を念頭に、先端半導体、スーパー

コンピュータなどの輸出管理を大幅に強化するこ

とを公表し、翌年 10月には AI開発に必要な半導体

の輸出管理をさらに強化した43。また、輸出管理以外

にも、ホワイトハウスは、中国をターゲットにした

対外投資規制にかかわる大統領令を発表したが、そ

の対象の一つは AI分野であった（2023年 8月）44。

さらに、2024年 1月には、外国の顧客へのクラウド

サービスの提供が、当該国にて開発する AI の訓練

に使われる可能性があることから、米国企業が外国

顧客に同サービスを提供する場合には、米国政府へ

の報告を義務付ける規則案を商務省が発表してい

る45。2025年 1月には、これらの AI開発用半導体の

輸出規制管理をさらに強化する「AI 拡散規則（AI 

Diffusion Rule）」と呼ばれる規則案も発出された

（ただし、第 2次トランプ政権が撤廃）46。 

ただし、バイデン政権は、中国との間でも、お互

いの利益になる範囲での対話を模索してきた。2023

年 11月の米中首脳会談では、AIのリスクに対応す

る必要があること、また核兵器の使用に関して、AI

ではなく人間による管理を維持するという原則で

合意している47。また、ホワイトハウスにて科学技術

政策をつかさどる OSTP局長も、AIシステムの安全

性確保に関して中国との対話を進めようとしてい

ると英 Financial Times紙に語っている（2024年 1

月）48。これらの努力によって、米中政府間で実効的

にどこまでの議論に至ったのかは不明であるが、少

なくともバイデン政権下の米国は、中国との間で無

制限の競争ではなく、「管理された競争」を目指して

いたと言えよう。 

第 2次トランプ政権は、AIでのグローバルな優位

の確立を掲げ、「AI行動計画」にて、米国の AI技術

を同盟国及びパートナー国に輸出し、これを世界全

体でのスタンダードとする目標を立てた49。AIのガ

バナンスに関しては、同志国が共通の価値観に基づ

いて AI 開発を促進することを支持しつつも、そう

いった取り組みの多くが、複雑な規制や曖昧な「行

動規範」、中国企業の影響を受けてきたと批判して

いる。米国の AI 技術を同志国間にもそれを広げて

いく戦略そのものはバイデン政権時から採られて

きたものではあるが、それがより目に見える形で発

現しているのが第2次トランプ政権の特徴と言えよ

う。 

一方、中国の AI 開発やその影響力に対する強い

懸念は、第2次トランプ政権にも引き継がれており、

上述の「AI行動計画」にも、中国の影響力に対抗す

ること、特に先端半導体をはじめとする AI 開発に

必要なインフラの輸出管理を強化し、同盟国にも協

力を求めることが記載されている。 

 

第７節 今後の展望 

米国には世界でも群を抜いて強力な生成 AI 開発

のエコシステムが存在しており、他国がそれを真似

することも、追い付くことも容易ではない。今後も、

米国発の様々なイノベーションが世界の生成 AI の
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技術革新をリードしていくことになるだろう。一方

で、AI技術開発においける中国の追い上げは凄まじ

く、当面は米中での AI を巡る競争が続いていくも

のと考えられる。 

米国政府は、生成 AI という技術の重要性を理解

し、それが米国の総合的なパワーを増進するものと

して、その開発及び利用の促進を図ろうとしている。

しかし、生成 AI の基盤モデルやアプリケーション

の開発は、民間部門主導で進められており、生成 AI

というパワーの「源泉」をいかに国家のパワーに転

換するのかという、体系的なモデルを必ずしも示せ

てはいない。そのモデルの模索は当面続くことにな

ろう。 

国家安全保障用途での生成AIの利用については、

国防総省を中心に試験的な活用が進められている。

膨大な情報処理が必要な現代において、生成 AI が

それを大幅に効率化することで、軍事作戦の立案か

らロジスティクス計画の策定、予算や人事管理の効

率化など、直接的及び間接的に、米軍の軍事作戦能

力を向上させることが期待されている。ただし、国

防総省における生成 AI の開発及び利用のとりまと

めは、国防長官府内にある主席デジタル・AI担当官

（CDAO）が担当しているが、新たな技術を陸・海・

空といった軍種が採用していくには時間を要する

ほか、様々な官僚的な障壁も存在する。今後、国防

総省における生成 AI の採用がどれだけのスピード

で進んでいくかは注目に値しよう。 

一方で、生成 AI がもたらしうるリスクへの対応

については、バイデン政権は、民間企業のイノベー

ションを阻害しないように配慮しながら、最小限の

規制と法的義務のないガイドライン策定を進めて

きた。第 2次トランプ政権は、それらの規制を撤廃

するように命じつつも、サイバーセキュリティや化

学兵器への転用リスクなど、目に見える形でのリス

クへの対応は継続する方針が示された。しかし、米

国としての生成 AI の安全性をどのように担保して

いくのかというビジョン自体は欠如しており、これ

はグローバルな AI 管理のルール形成において、同

国に不利に働く可能性がある50。 

国際協力においては、ChatGPT などの米国企業に

よる先行優位性を生かして市場の拡大を図りつつ、

米国の価値や基準を国際ルールに反映するべく、バ

イデン政権は多国間及び二国間での対話を積極的

に進めてきた。第 2 次トランプ政権は AI 技術での

グローバルな優位性の確立や AI 技術の輸出に力点

を置くようになっている。他方、中国などの競争国

に対しては、バイデン政権はこれまで先端半導体の

輸出管理やクラウドサービスの利用制限等を通じ

て、それらの国での生成 AI の開発を遅らせる政策

を採ってきたところ、第 2次トランプ政権において

も方向性は継承されている。 

生成 AI の開発自体は、民間部門主導で進んでお

り、必ずしも政府が全てコントロールできるもので

はない。にもかかわらず、2025年 1月から発足した

第2次トランプ政権は、生成AIを巡る国の方針が、

政権によって大きく左右されうることを示した。民

間部門の急㏿な AI 技術革新と、政権ごとに異なる

規制や活用方針が交錯する中で、米国が生成 AI を

安定的に国家パワーに転換するためには、体系的か

つ一貫性のある長期的なビジョンの構築が求めら

れる。米国のイノベーションエコシステムが多様な

アクターから成り立っている以上、国家として目指

す方向性を共有することで、官民の安定的な協力の

基盤を築くことができ、それによって国全体として

の AIの効果的な活用を図ることにもつながる。 

同時に、AIのリスク管理やグローバルなガバナン

スに関する明確な戦略を策定しない場合、国際的な

ルール形成において主導権を失うリスクも存在す

る。これらを踏まえ、米国が生成 AI 政策において

安定したリーダーシップを確立できるかどうかが、

今後の世界的な AI 競争の行方を左右する重要な焦

点となろう。
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第２章 中国 －権威主義的アプローチの

「成功」とジレンマ 

 

第１節 中国の生成 AI利用 

（１）中国における生成 AIの利用 

米ブルッキングス研究所のグラハム・ウェブスタ

ーとライアン・ハースが表現しているように、「AIは

特定の何かを意味するわけではなく」、あらゆるも

のへの応用が想定される1。とすれば、中国に固有の

（生成）AI利用のあり方を定義するのは難しい問題

である。実際のところ、中国では金融、工業、医療、

教育、電子商取引、エンターテインメント、メディ

アなど多岐にわたる分野において生成 AI の導入が

進んでいるが、それはその他の国々における動向と

大きく変わるものではないだろう2。 

しかし他方で、中国と西側諸国との間に明確に違

いが見られる分野もある。ひとつは、（民間ハッカー

によるものにとどまらず）政府レベルでの対外的な

偽情報工作に生成 AI が用いられているとの指摘で

ある。米国の国家情報長官室が 2024 年に発表した

年次報告書では、中国が生成 AI の実験を含めて影

響力工作（influence operation）を高度化させてお

り、2022年の米中間選挙のほか、香港、台湾、チベ

ット、新疆ウイグル自治区などの問題に関しても米

国世論の形成に介入しているとの認識が示されて

いる3。同報告書は中国当局が秘密裏に影響力工作を

実施していることを示唆している。 

Microsoftは 2023年 9月の報告書において、生成

AI を用いた中国の影響力工作に言及した4。また、

2024年 4月の報告書では、台湾総統選挙における高

度な AI ツールを利用した介入を検出したことを発

表している5。Metaも 2024年 5月に中国による影響

力工作に関連したアカウントを削除したことを報

告しているが、そこにも生成 AI 由来のコンテンツ

が見られたという6。実際のところ、中国政府とつな

がりのあるオンライン活動家らが、AIを活用するこ

とで偽情報を流布しているとの報道もある7。 

さらに、中国軍自体が、米国が中国共産党政権を

弱体化させようとしているという脅威認識に基づ

いて、ソーシャルメディアの操作活動を正当化して

いる面もある8。いずれにしても、生成 AIを用いた

影響力行使をどこまで「中国のパワー」とみなすべ

きなのかはさらなる検討が必要となるが、こうした

用途想定が米国その他の国々による対中規制の主

要な根拠となっていることは重要である。 

 

（２）権威主義的統治のための利用 

国内における権威主義的な統制の手段として、生

成 AI が果たす役割にも注目が集まる。中国のサイ

バースペース管理局が発表したチャットボット

“Xue Xi”は、習近平国家主席の思想に基づいて訓

練されたものであるとされている。このチャットボ

ットは中国国民に思想的忠誠心を植え付けるため

のより広範な戦略の一環であるとされており、習近

平思想に焦点を当てた学校教育のツールに加わる

と指摘されている9。 

中国では生成 AI によって生み出される言説が社

会不安をもたらすリスクを厳格に管理する一方（後

述）、それによって生成 AIの開発や普及が制限され

るというジレンマにも直面しており、中国政治の文

脈に即した独自の生成 AI の重要性は経済・軍事だ

けでなく、社会統治の観点からも高い10。同チャット

ボットの開発は清華大学が行ったとされており、こ

のような社会統治のツールとしての生成 AI 研究に

科学セクターが関与することがある点にも注意す

べきである。 

 

第２節 中国の生成 AI エコシステムにおける主要

アクター 

（１）政府の研究開発指針 
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中国の生成 AI エコシステムは、政府の役割の大

きさと急㏿な AI 関連企業の増加によって特徴づけ

られる。その基本的なロジックは、政府主導による

AIエコシステムの強化・対外的自律の推進と、諸外

国からの政治社会的影響の極小化の試みを両輪で

進めようとすることにある。 

中国の AI戦略（生成 AI分野に限られない）の全

体像は、2017年に国務院が発表した「次世代人工知

能発展計画」に示されている11。もちろん、この段階

では生成 AI の登場を想定した方針が示されている

わけではないが、2030年までの大きな方針として社

会、経済、政治的安定に対するリスクを回避しつつ、

多くの領域における AI 駆動社会の実現を目指すこ

とが示されており、生成 AI をめぐる諸問題への対

処も基本的にはこの方針に則って進められると考

えてよいだろう。 

中国政府が国をあげて科学技術分野への投資を

行っていることは確かであるが、そこで実用・産業

目的に加えて、基礎研究の強化を掲げてきたことは

重要である。2024年 3月の第 14期全国人民代表大

会で示された政府活動報告書では、2024年の科学技

術研究に対する支出は前年比で 10%増の 3708 億元

となり、さらに中央予算を 7000 億元投入し、科学

技術イノベーション、新型インフラ、エネルギー削

減、カーボンニュートラルといった領域を重点支援

するほか、量子技術、生命工学、AI分野の推進を重

点化することが掲げられた。また、基礎研究の強化

や科学技術インフラの構築、人材支援などを通じて

「科学技術の自立自強」を目指していることも重要

な特徴であると言えよう12。その主目的は、AIから

半導体までの分野で米国から自立することに置か

れている13。 

また、中国は 2024年 7月に AI標準化ガイドラン

の草案を発表した。この草案では、2026年までに AI

に関する国家、また業界全体の標準を 50 以上策定

する方針を掲げると同時に、20以上の AI関連の国

際標準に参加することを目指している14。このよう

な標準化の推進は国内産業の領域横断的な振興に

おいて重要な役割を果たすのはもちろんのこと、

2021 年に発表された「中国標準 2035」の路線と軌

を一にするものであり、AI分野において中国発の国

際標準の形成に向けた取り組みを加㏿させようと

するものと位置付けることができよう15。 

 

（２）地方政府の動き 

中央政府の動きと連動して、地方政府が産業振興

策を取り始めるのも中国の特徴であり、生成 AI や

その人材育成についてもこうした動きが見られる

ようになっている。2023年には、北京市経済情報技

術局が、生成 AI 関連の主要企業がオープンソース

のフレームワーク構築に投資し、基本データの供給

を加㏿させることを支援すると同時に、人材育成や

倫理的ガバナンスなどにおける研究方法を検討す

るとした。主要企業を支援することを発表している

ほか16、近年では計算力供給やデータ集積といった

インフラ整備を加㏿させている17。また、北京市は条

例によって国際的な科学技術イノベーションセン

ターの設置を進めようとしており、外国のハイテク

企業、機関、人材の集積に向けて待遇の向上を企図

している18。 

安徽省合肥市でも政府・企業・大学の共同を進め

つつ、iFlytekのような大手 AI企業を含む、ハード

ウェアからデータコンピューティング、アプリケー

ション、端末に至るまでのさまざまな分野の上流お

よび下流企業2400社で構成されるAIイノベーショ

ンコンソーシアムの構築を目指している19。この他、

今日までに中国では上海を含む少なくとも 17 の地

方政府が、AIスタートアップ企業に対して「コンピ

ューティングバウチャー」を提供していることが報

道されている。この補助金は、米国の半導体規制に
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よって AI トレーニング用の計算資源が制限され、

それを大手テック企業が独占する中、データ処理コ

ストの上昇に直面している AI スタートアップ企業

に LLMをトレーニング、実行するための環境を提供

することで、競争力を高めようとするものである20。 

 

（３）主な生成 AI企業 

中国の主要なAI関連企業数は4400社を超えて世

界第 2 位となっている。米国の生成 AI 規制に対応

するため、2024年 5月時点で 262社の中国 AI関連

企業が国産代替品の開発を行っており、独自の生成

AIモデルのリリースを競っている。Baidu、Alibaba、

SenseTime、百川知能（ Baichuan Intelligent 

Technology）、智譜 AI（Zhipu AI）、Moonshot AI、

MiniMax、01.AIなどの AIスタートアップが生成 AI

モデルを発表してきた21。 

SenseTimeの SenseChatや Baiduの ERNIE Botは

中国での普及が進んでいる。ERNIEBot は発売以来

8.5万社以上の企業顧客を獲得し、ユーザ数も 2億

人に達したとされており、収益も上げ始めるなど、

着実に普及が進んでいる22。また、上記スタートアッ

プの中でもユニコーン企業である Zhipu AI、

Moonshot AI、MiniMax、01.AIの 4社は国内投資家

の多大な支援も受けており、中国国内での競争をリ

ードしている23。 

2023年 7月には、Huawei傘下の Huawei Cloudが

独自の半導体、ハードウェアに基づく生成 AI モデ

ル Pangu Model 3.0を発表し、あわせて、顧客企業

がAIモデルの訓練に用いることが可能なAscend AI

クラウドサービスを提供することを明らかにした24。

2024 年 6 月にはアップグレード版の Pangu Model 

5.0を発表しており、開発㏿度は早い。 

セクター横断的な生成 AI 連携も進んでいる。一

般的な産業効率化を目指した生成 AI の導入や自動

車産業への応用に加えて、Lenovoと Alibabaはパソ

コンを含む AI 搭載デバイスで提携する方針を表明

しており、vivo、OPPO、Honor、Xiaomi などのスマ

ートフォンブランドも自社機器の生成 AI 機能の強

化を試みている25。また、将来的な分野開拓の見通し

についても議論されており、北京で 2024 年 4 月に

開催された中国生成 AI 会議ではヒューマノイドロ

ボット分野は依然として改善の余地があるものの、

同領域と生成 AI の連携によるシナリオとデータの

収集が技術的発展をもたらす可能性が指摘されて

いる26。 

しかし、こうした急㏿な生成 AI 部門の発展にも

かかわらず、現段階で中国は規制の悪影響を国産品

で完全に補うには至っていないとの見方もある。清

華大学によると、Baiduの ERNIEBot 4.0と Zhipu AI

の GLM-4 が中国で最も優れた AI モデルとして位置

づけられるものの、2024 年 4 月の段階では米国の

OpenAI や Anthropic といった企業が提供するモデ

ルに比べると依然として性能面で劣っているとの

評価が下されていた27。 

ただし、2025年 1月に登場した DeepSeekが、こ

うした状況を大きく覆すものとして衝撃をもって

迎えられたことは言うまでもない。DeepSeekの性能

評価にはいくつかの議論があるが、多くの議論に共

通しているのは一定の性能を備えたモデルを低価

格で提供することによって生じる競争力である。高

いコスト効率性は、個人やビジネスセクターといっ

た意識の高い層への普及を後押しするだけでなく28、

国際的には途上国に影響力を行使することのでき

るツールとして、米国モデル以上の競争力を発揮す

る可能性がある。 

 

（４）半導体供給の推進 

米国の輸出規制強化に伴い、中国は半導体の内製

化を推進しており、そこで Huawei のような国内の

大手サプライヤーが代替供給元として重要な役割
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を果たすようになっている。Huaweiは中国の契約半

導体メーカーである中芯国際集成電路製㐀

（ Semiconductor Manufacturing International 

Corp.）と 7ナノメートルチップを共同開発し、2023

年8月に同チップを搭載したスマートフォンを発売

した29。 

Hygon Information Technologyは新しい AI半導

体の出荷を開始するとともに、BaiduおよびAlibaba

と共同で AI インフラの構築を進めていることを明

らかにしている。また、半導体新興企業の Moore 

Threads社は、MTT S4000 AI半導体を発表している

30。 

このように、中国の先進AIは内製化が進む一方、

いくつかの問題も指摘されている。ひとつは、半導

体生産の歩留まりの低さが問題視されており、依然

として大量生産が課題となっている。ただし、近年

は歩留まりが大きく向上しているとの報道もあり、

中国の先端半導体供給能力は徐々に改善している

可能性もある31。 

もうひとつは、中国の先端半導体製㐀を底上げし

ている機器が、米国の半導体規制が敷かれる前に移

転されたものである場合に、製㐀能力を維持・向上

させる余地が小さくなる可能性である。Huawei と

SMIC が開発した先端半導体は米国企業の Applied 

Materials および Lam Research の機器を使用した

ものであるとも報道されている32。今後、米国規制の

影響が大きくなり、かつ、製品や設備を国内で代替

できない状況が発生すれば、中国の半導体供給能力

は伸び悩むかもしれない33。 

 

（５）科学セクターの「強さ」 

学術研究能力の向上が中国の生成 AI エコシステ

ムをけん引していることは重要である。米安全保

障・新興技術センター（CSET）の調査によると、世

界の AI研究は 2017年から 2022年までの間に 2倍

以上に増加しており、AI関連の半分以上の分野にお

いて中国が米国を上回っているという。また、世界

の AI 研究論文数のトップ 5 は中国科学院をはじめ

とする中国の研究機関であるとされている。研究成

果が実用化に結びついていることもポイントであ

り、実際に大学発の生成 AI ベンチャーも多く存在

している34。 

ただし、このような AI 研究数の増加に対して、

論文の質に関しては検討すべき点も残されている。

一方で、上述の CSET による分析では、被引用数の

多い論文では中国科学院がトップとなっており、そ

のあとに Google（2位）、清華大学（3位）、スタン

フォード大学（4位）、マサチューセッツ工科大学（5

位）が続くとの結果が示されているが、依然として

被引用数の多い論文生産数では米国が首位に立っ

ていることも指摘されている35。また、異なる研究分

野（ナノテク）を事例にした別の研究では、中国の

研究論文の引用が急増している背景に、クラブ効果

＝中国国内の個人や機関による影響が見られるこ

とも指摘されている36。この場合、中国の科学研究は

国内で消費された結果としてランキングの上昇が

起こっているのであり、必ずしもグローバルな影響

力をもった研究が行われているわけではないとい

うことになる。もし同様の傾向が生成 AI 分野にも

見られるとすれば、同分野における論文引用数の拡

大が実質的な学術研究能力の向上とどこまで同一

視できるか、より詳細な分析が必要である。 

 

（６）AI人材をめぐる評価 

 AI 人材の確保は多くの国で重要な課題となって

いるが、中国にとっても例外ではない。中国ではこ

れまでにも、清華大学、ハルビン工業大学、上海交

通大学といった中国の主要大学は AI イノベーショ

ンと先端的な人材育成に取り組んできた 37。

DeepSeekの成功は中国の IT人材の優位性を示す出
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来事であり38、国際的な規制の中でこのような成功

を収めたことは、中国が自国内で競争力のある人材

を育成するシステムを確立しつつあることを示唆

する39。 

もっとも、人材獲得という面ではいくつかの問題

もある。たとえば、生成 AI 市場における中国の成

長が人件費の抑制を一因としたものであることも

指摘されている。コンピュータサイエンスの博士号

を取得したばかりの AI エンジニアの給与は、中国

とシリコンバレーで4倍程度の開きがあるとされる

40。このような安価な人件費は短期的に競争力をも

たらす一方、長期的に良い効果をもたらすとは限ら

ない。他の多くの国と同様、中国では 2030年に 400

万人の AI 人材不足に直面する見通しが示されてお

り、出生率の低下に伴う学生の減少によって人材不

足はさらにひっ迫する可能性があることが指摘さ

れている41。人件費の抑制が理由で他国に AI人材が

流れることになれば、現在中国が直面している人材

不足にさらなる拍車がかかる可能性もあるだろう。 

いずれにしても、中国政府は DeepSeek の成功を

受けて、AI人材の育成に向けた教育改革を加㏿させ

ている42。中国の生成 AI人材育成システムが、この

ような需要と供給のバランスの是正にどこまで作

用し、自国の技術競争力につながるかを注視する必

要がある。 

 

（７）その他の特徴 

この他にも、中国の生成 AI エコシステムにはい

くつかの特徴があることが指摘されている。ひとつ

は、他の産業分野よろしく、AIに関しても国内アプ

リケーション市場の大きさが業界の成長をけん引

していることである。中国における AI 産業の規模

は 2023 年に 5800 億元を超えるとされた43。中国で

は労働者の主観として、AIによる生産性向上が他国

よりも高く意識されているという特徴もある。こう

した市場の性質は、生成 AI の導入に比較的慎重な

いし懐疑的な国々の動きに比べて迅㏿に産業応用

や社会への浸透が進むことを意味するかもしれな

い44。 

 もうひとつ、大企業よりも新興企業にとって有利

な環境として、オープンソースアーキテクチャへの

依存が指摘されている。中国の AI スタートアップ

はモデルやアプリケーションを独自に構築するよ

りも Meta の Llama のようなオープンソースモデル

に依存した研究開発を行い、計算資源や人材の制約

を乗り越えているという45。実際、DeepSeekの成功

はこのようなオープンソースに基づいて実現した

ものと位置づけられており、米国政府やシリコンバ

レーの企業も中国によるオープンソース型の AI 開

発の影響を無視し得なくなっている46。 

市場規模や研究開発におけるこのような特徴は、

米国の規制によって AI エコシステムが分断された

場合でも、中国が内需や規制されない外部リソース

をつうじた成長をある程度模索することができる

状況が生じていることを意味する。だとすれば、生

成 AI 競争において規制という手段がもたらす戦略

的影響を再検討する必要も生じるだろう。 

 

第３節 生成 AIへの投資状況 

（１）中国における生成 AIへの投資 

このような性質を持つ生成 AI エコシステムを機

能させるうえで、資金の集中が決定的に重要な要素

となることは中国でも例外ではない。中国の生成 

AI投資は、2022 年に世界の AI投資の 4.6%を占め

ていたが、2027 年までには 33%、総額 130億ドルに

達すると予想されている。AI投資全体では中国での

投資額が2027年までに5124.2億ドルに達する見通

しとなっており、AI分野における中国の急成長は今

後も加㏿していくことになろう47。 

中国政府は補助金や税制優遇といった措置をつ
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うじて AI 市場に対する資金投入を行うほか、スタ

ートアップを含む AI 投資環境を整備し、あるいは

AIを含む先端技術投資ファンドを設立するなど、政

府主導による市場の資金調達にも積極的である。た

だし、今後の中国 AI スタートアップの資金調達能

力については、見方が分かれていることにも注意が

必要である。実際のところ、多くの中国スタートア

ップが大規模な資金調達を成功させており、直近で

は 2024年に入ってから 4か月間で総額 143億人民

元の資金調達を発表したことが報道された48。たと

えば生成AIスタートアップのShengshu Technology

は、最近の資金調達ラウンドで数億元を確保したと

発表した。この投資は Qiming Venture Partnersが

主導し、Delta Capital、Zhipu AI、Baidu Ventures

などが参加している。同社は Ant Group、Baidu 

Venture、G&O Venture Capital、Jinqiu Capitalの

支援を受け、総額 1億元を超える資金調達を 2回実

施している。また、AI Sphereは Fortune Capital

が主導したラウンドで1億元以上を調達したことが

報道された49。 

他方、中国 AI スタートアップをとりまく投資環

境は必ずしも良好とはいえないという指摘もある。

百川智能や 01.AI といった有力 AI スタートアップ

は依然として多額の資金を調達できているものの、

小規模スタートアップの大半は投資の縮小に直面

する可能性があるという。米国規制に伴う半導体ア

クセスの縮小や、中国政府の規制強化によるコンプ

ライアンスコストの上昇が、大規模な資金を調達可

能な大手よりも、より小さな企業にとってビジネス

上の問題を引き起こしうるとの指摘である50。この

ような指摘が正しいとすれば、中国の生成 AI 投資

は依然として盛況ではあるかもしれないが、その恩

恵がすべての企業にいきわたっているわけではな

さそうである。 

 

 

（２）米国からの投資とその規制 

中国の AI エコシステムには、これまでに米国か

らの投資が一定程度流れ込んできた。2023年に発表

された CSETの調査によれば、2015年から 2021年の

間に、167人の米国投資家が中国の AI企業に対する

401 件の投資に参加した。また、全体では米国投資

家が関与する取引を通じて中国 AI 企業 251 社に

402 億ドルが投資されたという（中国 AI 企業によ

る総調達額 1,100 億ドルの 37%。ただし、402 億ド

ルのうち米国の投資家から動いた資金の正確な割

合はわかっていない）51。 

米国からの対中投資は着実に規制されるように

なっている。第 1次トランプ政権は 2020年 11月、

人民解放軍との関係が認められる、あるいは監視シ

ステムの開発などを通じて人権侵害を助長してい

るとみられる中国企業 31 社に対して、米国人によ

る投資を禁止する大統領令を発出した（EO13959）52。

この時から Huawei など一部企業は規制の対象とな

ってきたが、生成 AI 関連の企業への投資規制に直

接的にかかわるのは、2023年 8月にバイデン大統領

が発出した大統領令である。これは、懸念国の軍事、

諜報、監視またはサイバー対応能力にとって極めて

重要な半導体、マイクロエレクトロニクス、量子情

報技術、人工知能分野の機微な技術および製品につ

いて、米国からの投資を規制する方針を打ち出すも

のであった53。 

2024年 2月に発表された米国議会の報告書では、

GGV Capital、GSR Ventures、Qualcomm Ventures、

Sequoia Capital、Waldenといったベンチャーキャ

ピタルが、この 5社に限っても中国の新興テクノロ

ジー企業に対して総額 30 億ドルにのぼる投資を実

施していることが明らかにされた（ただし、この報

告書は 2023年の実施された Sequoia Capital、GGV 

Capital の中国事業分離前の投資を調査対象として
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いる）54。Sequoia Capitalと GGV Capitalは 2023

年の議会調査と前後して相次いで中国事業を分離

したが、これは主に米国の規制を含む米中摩擦の影

響を回避するためであり、中国からの完全な投資引

き上げを意味するものではなかった55。 

いずれにせよ、米国から中国への投資だけでなく、

中国から米国への AI 関連投資も減少しており、越

境的な取引が双方向的に抑制されつつあることが

近年のトレンドとして示されている。中国大手テッ

ク企業は自国内の新興企業への投資を増加させて

いることも指摘されており56、投資面では自己完結

型の AI エコシステムの構築に向かっていると考え

られる。 

 

（３）中東からの投資 

中国の生成 AI をめぐる投資について、もう一点

注目されてきたのは中東のオイルマネーの流入で

ある。サウジアラビアはこの 3 年間で Alibaba や

SenseTime と数億ドル規模の投資契約を結び、その

見返りに同国でのジョイントベンチャー設立に合

意したという57。また、中国の自動運転グループ

Pony.aiはサウジアラビアの NEOM Investment Fund

から 1億ドルを調達し、地域研究開発および製㐀本

部を設立することで合意したことが報道されてい

る。 同国の国営石油会社・サウジアラムコのベンチ

ャーキャピタル部門の一部である Prosperity 7 

Venturesも Zhipu AIの資金調達に参加しているよ

うである58。これらの事例では、サウジアラビアの資

金は中国 AI 企業に流れる一方、その見返りとして

サウジアラビアへの投資や人材育成、技術還流など

の契約が行われることも指摘されており、どこまで

互恵的なバランスを取れるかが課題になるだろう59。 

しかし、中東ファンドも米中の間で選択を迫られ

ており、一部では投資引き上げの動きも生じた。UAE

の AI 開発投資会社である G42 は、ByteDance や

Huawei などの中国ハイテク企業と取引していたが、

地政学リスクを考慮した結果として中国への投資

をすべて引き上げたことが報道された60。2024 年 5

月にはサウジアラビアの投資会社アラットも、もし

中国との提携が米国にとって問題になるのであれ

ば手を引くとの姿勢を示した61。こうしたなか、

Microsoftは G42への投資を行い、中国の影響力の

締め出しを加㏿させている62。こうした状況の中で

中国の生成 AI エコシステムに対する中東からの投

資がどこまで維持されるか、またそのような資金の

流れが断たれることが中国にとってどの程度の損

失をもたらすのかを把握することが観察すべきポ

イントとなろう。 

 

第４節 規制をすり抜けて成立する民間セクターの

越境的協業 

（１）中国の AIエコシステムの「越境性」 

中国において、生成 AI 関連産業の発展を阻む規

制は二つの方向から展開されている。ひとつは、米

国およびその同志国による対中規制であり、先進半

導体の移転が規制されることによって中国の生成

AI 開発に必要な計算能力が抑制されることの問題

である。もうひとつは、中国政府自体が自国の産業

に課す規制であり、海外の生成AIモデルを含めて、

「社会的リスク」や「国家安全」に悪影響をもたら

しうるモデルの利用は禁じられ、それが中国の生成

AI産業やその産業応用を阻害している面もある。こ

のような米中両政府による中国の AI に対する規制

は、しかし、少なくとも現段階では中国の AI エコ

システムを国内で完結させる方向には必ずしも作

用していないようにも見える。多くの西側企業によ

る戦略は、自社の製品に中国製の生成 AI を搭載す

ることで、中国による規制をかいくぐろうとするも

のである。 

米 NVIDIAも対中半導体規制にもかかわらず、BYD
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をはじめとする中国 EV メーカーとの連携を加㏿さ

せようとした。BYDは自動運転用の AIモデルのトレ

ーニングにNVIDIAのAIインフラストラクチャーを

使用し、この際に LLM および生成 AI 処理向けに設

計されたNVDIAのチップセットBlackwell搭載のプ

ラットフォームを採用することが報道されている63。

Appleや Teslaも中国国内で自社製品を販売するに

あたり、Baiduの生成 AIを搭載することを検討して

いることが報道された64。これらの動きは、米国によ

る対中規制が必ずしも十分に作動していない可能

性を示唆する。 

このようなかたちで規制をかいくぐろうとする

のは米国企業だけではない。2024 年 1 月、韓国の

Samsung Electronicsは Baidu AI Cloudとの間の

戦略提携を発表した。Samsung Electronics は

Galaxy S24シリーズ向けの AI機能を Baiduと共同

で開発することで、米国製生成 AI モデルに対する

規制を回避する形で中国市場に展開することを狙

っているとされる65。また、トヨタ自動車は Tencent

と、日産自動車は Baidu と連携することによって、

中国市場に合わせたかたちでの技術開発を展開し

ようとしている66。 

もっとも、逆に中国製デバイスを規制対象外の地

域に展開する際に、米国製の生成 AI モデルや半導

体を搭載するという戦略も見られる。中国の Honor

が発売したスマートフォン Magic6Pro には米

Qualcommのチップが採用され、さらに今後はGoogle 

Geminiや Imagen 2の利用を計画していることも明

らかにされた67。このように、生成 AIを取り巻く先

端産業は必ずしも分断されておらず、米中の間で成

立しているエコシステムの中で相互乗り入れによ

る市場開拓が模索されているのである。 

 

（２）中国製生成 AIの海外展開 

中国は長らく、デジタルシルクロードイニシアチ

ブや上海協力機構といった枠組みを通じてグロー

バルサウスへの影響力を拡大する一方、米国主導の

軍事領域における責任ある AI利用（REAIM）イニシ

アチブなどには参加せず、「西側的な」AI ガバナン

スとは異なるルール作りを目指してきた68。そうし

たなかで、中国によるデジタルツールの輸出を、す

なわちデジタル権威主義の輸出とみなす指摘も根

強い。ただしこれは、中国側が権威主義的モデルお

よびツールを輸出している側面と、アフリカの権威

主義国家がそのような統治ツールを求めている側

面の双方があることだ69。 

米中の AI競争の文脈で重要なのは、中国製の AI

がアフリカ諸国に輸出され、アフリカ系の顔認証デ

ータや移動データなどを蓄積していくことで、これ

らの国々がますます中国製の AI に依存していくと

の指摘もある70。つまり、中国の AIエコシステムを

必ずしも中国に閉じたものではなく、輸出やデータ

移転を通じてグローバルに広がっている面、そして

それが中国による AI をつうじた影響力行使のツー

ルとなっていく面に注目する必要がある。 

 

第５節 中国の生成 AI規制 

（１）生成 AI利用の管理 

中国の生成 AI エコシステムにみられる重要な特

徴として、その規制をめぐるスタンスにも目を向け

る必要がある。中国科学技術部の王志剛・前部長は

ChatGPT について、「科学的成果には両面性があり、

倫理面の対応が必要」と指摘した71。こうした立場に

見られるように、中国は海外の生成 AI モデルを皮

切りに厳格な生成 AI の規制を設けようとしてきた

が、基本的な管理の方針は米欧日などと変わらず、

科学技術の功罪両面の管理、社会リスクや安全保障

上のリスク低減、あるいは倫理的な対応といった言

葉で語られることが多い。しかしいうまでもなく、

ここでいう社会リスクや倫理、あるいは「偽情報」
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といった言葉の意味する内容が中国とその他の

国々では異なるため、実際の制度や政策には大きな

差が生じることになる。 

中国政府は早い段階で生成 AI 利用を管理し始め

ている。2023年 2月には中国の対話型 AIサービス

ChatYuan（元語智能）が法規違反を理由として、公

開から 3日後に利用を停止された。また、OpenAIの

ChatGPT については同月中に国内企業に対し使用停

止を指示した。これらの製品が利用を差し止められ

た理由として、「極端な言説や虚偽情報をまき散ら

すリスク」が理由に挙げられている。具体的には新

疆ウイグル自治区における人権侵害や強制労働へ

の言及などが例示される72。 

 

（２）生成 AI規定の制定 

2023 年 8 月、国家インターネット情報弁公室は

「生成人工知能サービス管理暫定弁法（以下、生成

AI規定）」を発表した。この規定は 24項目からなり、

同室を中心とする7つの国家機関によって統括され

ることとなっている。同規定は生成 AI によって製

作されるコンテンツについて、社会主義の中核的価

値観を堅持したうえで、国家権力の転覆を扇動、国

家の安全と利益の損失、国家イメージの毀損、分離

主義の煽動、テロリズムや過激主義、民族差別、暴

力、わいせつ、虚偽の有害情報、法律や行政措置で

禁じられている内容を含んではならないことを明

記している。また、アルゴリズムの設計や学習、モ

デル生成に際して、差別を禁じる効果的な措置を要

求し、さらに知財や企業倫理、営業秘密、そしてプ

ライバシーをはじめとする個人の権利の遵守を求

めるものとなっている。この規定が定められたこと

で、企業は生成AIの運用許可を取得するにあたり、

セキュリティ審査を受けたうえで政府にサービス

登録することが義務づけられることとなった73。 

生成 AI のセキュリティ要件も具体化が進められ

た。2023年 10月には、中国サイバースペース管理

局、工業情報化部、警察関係者を含む国家情報セキ

ュリティ標準化委員会は、一般向け生成 AI モデル

のトレーニングに用いられるコンテンツのセキュ

リティ評価を実施し、「違法で有害な情報が 5%以上」

含まれるコンテンツをブラックリストに登録する

ことを提案した。ここでいう有害情報には、テロリ

ズムの用語、暴力、社会主義体制の転覆、国家イメ

ージの毀損、国家統一と社会的安定の弱体化といっ

たものが含まれるという74。 

 

（３）規制と発展のバランスをめぐる問題 

その一方で、規制と発展のバランスをとるという

スタンスを維持するのは中国にとっても困難な問

題である。生成 AI 規定の発表に至るプロセスのな

かでも注目すべき点のひとつは、形式的なものか実

質的なものかはさらなる検討が必要ではあるもの

の、生成 AI 規定の制定にあたっていわゆるパブリ

ックコメントが実施されていることである75。この

ことは、中国においても必ずしも新興技術関連政策

がトップダウンの意思決定のみに基づいて行われ

ているわけではなく、拡大するイノベーションエコ

システムにおけるさまざまな関連アクターの利害

を調整する形で政策が展開されていることを示唆

している。あるいは、中国のテック企業の国内政治

における「強さ」を示しているともいえるかもしれ

ない。 

もうひとつは、2023年 4月の当初案から 8月の正

式発表までの間に、生成 AI 規定には実際にいくつ

かの緩和的な条件変更が加えられたことである。こ

の変更は、プロバイダーの義務やユーザの監視範囲

を含めた管理の縮小、また、事業者が追求すべき「真

実」や避けるべき「偽情報」などの要件も抑制され

たものとなっている76。中国政府にとって、このよう

な条件緩和は社会安全の確保に必ずしも資さない
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はずであり、それまでに行われてきた生成 AI の利

用規制などの方針とも必ずしも合致するものでは

ない。それにもかかわらずこのような条件緩和が行

われた理由として、産業育成、市場創㐀、国際競争

力の涵養といった側面と、社会の安定確保という側

面とのバランスに苦慮していることが考えられる。

生成 AIのみならず、AI全般についてみても規制と

イノベーションのバランスを後者に傾けていると

の指摘もある77。あるいは、規制基準を国際的な水準

に合わせる必要が出てきている可能性も考慮して

おく必要があろう。いずれにせよ、同月には早くも

この規定に基づいてBaiduやSenseTimeといった大

手の一般向け生成 AI モデルが承認されており、実

際の運用段階に入っている78。 

さらに、コンテンツ規制の強化が進んでいること

は、一連の生成 AI 規制の制定がそれ自体、すべて

の「悪影響」を取り除くに至っていないことを逆説

的に示していると言えよう。生成 AI 規定の発出か

ら半年後、2024年 3月にはサイバースペース管理局

による生成 AI コンテンツ規制のための特別キャン

ペーンが実施された。このキャンペーンは、AI生成

コンテンツの識別、企業関連の個人情報侵害の是正、

違法なインターネットニュースおよび情報サービ

スの取り締まり、ライブストリーミングにおける虚

偽ないし下品なコンテンツの是正などを目的とす

るものであった79。 

 

第６節 生成 AIの国際規制に対するスタンス 

 AI の国際規制の枠組みを中国抜きで構築するこ

とはあまり実効的ではないし、中国自身も国際規制

への関与には積極的である。しかし、その関与のあ

り方は軍民領域によって、あるいは対象によってい

くつかの差が見られる。 

LAWS（自律型致死兵器）や AWS（自律型兵器）の

ような軍事領域における AI 規制の議論では、米国

や欧州の構築する枠組みに中国が積極的に参加し

ているとは言えない。2023 年には国連総会で LAWS

規制をめぐる初の決議が採択されたが、同決議に

152か国が賛成する一方、棄権した 11か国には中国

が含まれた。また、米国が主導した「AIと自律性の

責任ある軍事利用に関する政治宣言（以下、「政治

宣言」）」にはロシア、イスラエル、インドと並ん

で中国も参加を見送っており、AIの軍事利用をめぐ

る中国の態度は欧米諸国とは一線を画するものと

なっていると言えよう。 

 他方、イギリスで開催された AI 安全サミットで

は広島 AI プロセスの成果にも言及しつつ、軍事規

制に消極的な中国、イスラエル、トルコといった

国々も入るかたちで、社会リスクの規制の推進に向

けた合意を作り上げた80。同サミットでは選挙にお

ける AI を用いた情報歪曲への問題意識なども確認

されており、生成 AI がもたらす社会リスクへの危

機意識は中国も共有していると言ってよいだろう。

2023年にバイデン大統領と習近平総書記が AIに関

する新たな二国間協議の場の設置に合意したこと

にもみられるように、これまで米中間の AI 対話が

完全に閉ざされてきたわけでもない81。 

 もっとも、AIガバナンスの仕組みを作るにあたっ

て、中国は必ずしも米国や欧州との協調的なルール

形成のみを志向しているわけではないこともいく

つかの点に見て取れる。ひとつは、中国のグローバ

ルサウス志向である。中国は AI のルール形成に際

して発展途上国の声を代表するという立場を打ち

出しており、2023年に発出したグローバル AIガバ

ナンスイニシアチブにおいては、多国間でのルール

形成を重視するともに、「国の大きさ、力、社会制度

にかかわらず、すべての国が AI を開発し、使用す

る平等な権利を持つべきである」との指針を打ち出

し、とりわけ発展途上国の機会を強調するものであ

った82。中国・アフリカインターネット開発協力フォ
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ーラムにおいても、中国がアフリカをはじめとする

発展途上国との協力のもとに AI ガバナンスを構築

していくことを訴えた83。 

もうひとつ、ここまでに見てきたように、中国に

おいて生成 AI のリスクから守るべき「社会」のあ

り方や「倫理」の内実が米国や欧州、日本と同じ内

容を意味しているとは限らないことには注意が必

要である。民主主義国家と権威主義国家との間の差

異ゆえに、具体的なルール形成が進むにつれて中国

が参加するからこその摩擦が顕在化することにな

ろう。 

 

第７節 まとめと考察 

 中国の生成 AI は急㏿に競争力を高めているが、

人材不足や開発能力の面での課題も認識されてい

る。とりわけ、中国の生成 AI エコシステムは米国

による規制の影響を強く受けており、中国政府は開
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第３章 欧州－規制によるパワーは実現す
るか？ 

 

世界の生成 AI の基盤モデル開発や規制を巡る動

向において、欧州も主要なプレイヤーの一角を担っ

ている。これまでも欧州においては、EU（欧州連合）

加盟国を個別に見た場合には、米国や中国といった

大国には規模の面で及ばないものの、EUという枠組

みを活用することで、ブロックとしての存在感や自

律性を担保してきた歴史があり、生成 AI に関して

も、その傾向が色濃く反映されている。言い換えれ

ば、生成 AI という新興技術の開発及び利用を巡っ

て、EU加盟国は自国の利益を追求しながらも、EUと

いう共同体が世界において重要な役割を占めるべ

く、その舵取りを模索している最中である。 

2024年 8月に発効した「EU AI Act」（以下、「AI

法」という）は、現時点において、世界でも最も包

括的な AIシステムの規制法であり、EUが AIに対し

て打ち出した政策アプローチの象徴的存在と言え

る。本報告書執筆時点においては、米国では規制を

最小限化する動きがあり、日本ではガイドライン等

のソフトローを中心とした規制アプローチである

のに対して、EUが早期に法律に基づくハードローに

よる規制を決定したことは、同様の価値観を有する

西側諸国における対応の違いとして特徴的である。

その背景には、EUの機構的な性質からしてソフトロ

ーでの規制は加盟国を法的に拘束できない－すな

わち加盟国間の平等性を担保できない－ためだと

の指摘もある1。しかし、後述するように、AI法その

ものに EU の政策や思想が色濃く反映されているこ

とも確かである。 

本章においては、欧州域内の個別の国を取り上げ

るのではなく、「EU」という枠組みを通じて、この地

域が生成 AI を巡る競争にどのように対応している

のかを分析することとしたい2。特に EUのアプロー

チの最大の特徴とも言える、AIシステムの包括的な

規制枠組みである「AI法」を中心に取り上げること

とする。 

 

第１節 EU域内での生成 AIのエコシステム 

EU域内では生成 AIの基盤モデルのほか、検索、

テキスト、画像、ビデオ生成などの機能に特化した

生成 AI を開発しているスタートアップが数百社以

上の規模で所在しており、特にドイツ、フランス、

オランダに多いとされている3。中でもドイツの

Aleph Alpha社及びフランスの Mistral社の基盤モ

デルは、OpenAIに対抗するとも言われており、2024

年 12月までに、前者は約 5億ユーロ、後者は 11億

ユーロの投資を確保している。また、2025年 9月、

Mistral はオランダの半導体装置メーカーの ASML

との戦略提携を発表するとともに、ASMLを中心に17

億ユーロの資金調達を実施したことを発表した4。 

2024年上半期のベンチャーキャピタル（VC）によ

る欧州の生成AIスタートアップへの投資額は19億

ドルにのぼると推計されており、この時点で2023年

の 1 年間の投資総額を上回っている5。代表的な VC

は、Index Ventures（英・スイス）、Earlybird Venture 

Capital（独）、Headline（仏）、SAP Ventures（独）

であり、これらが生成 AI 基盤モデル開発事業者に

資金を供給している。 

また、技術及び人材育成で貢献しているのは、大

学や研究機関であり、EU域内では、ドイツのマック

ス・プランク研究所、ミュンヘン工科大学、フラン

スの国立情報学自動制御研究所（Inria）、スイスの

チューリッヒ工科大学などにおいて、AI関連のプロ

ジェクトが多数立ち上げられている6。 

しかし、AI 関連の技術者数は、EU 域内全体でも

米国の半分との指摘や、米国への技術者の流出によ

り、十分な AI 技術者が確保できていないことが問

題だとの指摘もある7。 
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EU の執行機関である欧州委員会（European 

Commission）は規制だけではなく、AI開発支援にも

力を注いでおり、2024年 1月には、スタートアップ

及び中小企業による AI 開発を支援するための「AI

イノベーションパッケージ」を打ち出した8。そこで

は、①AIファクトリーを創設し、機械学習及び大規

模基盤モデルの訓練用のスーパーコンピュータを

設置、スタートアップや中小企業を含めた官民のユ

ーザに開放すること、②生成 AI の開発への資金援

助（Horizon Europe及びDigital Europe programme
9

経由）、③AI スタートアップへの官民投資の促進、

④欧州共通データ空間の開発及び実装の加㏿、⑤AI

の新たなユースケースとアプリケーションの開発

支援（GenAI4EU）、などが含まれている。「AIイノベ

ーションパッケージ」全体としては、2024-27 年の

間に総額 40 億ユーロが投じられる計画となってい

る10。 

 特に、上記①は生成 AI 基盤モデル開発に必要な

インフラ整備の一環であるが、欧州委員会は2024年

12 月に、AI ファクトリー設置の第 1 弾として７つ

のサイトを選定したと発表した（スペイン、イタリ

ア、フィンランド、ルクセンブルク、スウェーデン、

ドイツ、ギリシャ）11。そのうちの 5 つのサイトで

は、AI開発に特化した新規のスーパーコンピュータ

を開発、設置すると説明されている。また、スーパ

ーコンピュータの近隣に大規模データセンターを

設置し、EU域内のスタートアップ企業が AIの訓練

を行うことを後押ししようとしている12。 

このように欧州においては、生成 AI の基盤モデ

ルを開発するスタートアップが所在し、それに対し

て欧州委員会が資金やインフラ面での支援を行お

うとしている。一方で、米国の生成 AI エコシステ

ムと比較すると、欧州のスタートアップ企業が確保

している資金の少なさ、AI技術者の数の不足、生成

AI開発に必要なインフラ（先端半導体、データセン

ター、クラウド計算資源などへのアクセス）の脆弱

図５：欧州における生成AIスタートアップへのVC投資額の推移（出典：PitchBook） 
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さなど、欧州の生成 AI 開発のエコシステムを俯瞰

してみた場合には、多くの課題を抱えているとも言

える13。 

 

第２節 生成 AI開発と AI法の政策的な位置づけ 

（１）生成 AIの規制に向けた議論の経緯 

EUにとっての AI開発の位置づけとこれまでの議

論の経緯を振り返ってみたときに、一つのマイルス

トーンは、2020 年 2 月に欧州委員会が発表した AI

白書（White Paper On Artificial Intelligence - 

A European approach to excellence and trust）

であり、これが現在の AI 法の議論のスタート地点

とも言える。同白書では、EU にとって、AI が「機

会」と「挑戦」の両面を突き付けているという前提

の下、①EU 域内での AI の開発と利用を促進する

“ecosystem of excellence”と、②AIの利用にお

いても EU の価値観や個人の権利保護を担保するた

めの“ecosystem of trust”の概念を提唱した14。 

特に②信頼性確保の概念においては、AI白書は例

えばリスクベースの規制フレームワークを提唱し

ているところ、これは後に成立する AI 法でも採用

されており、AI白書の“ecosystem of trust”の概

念が AI 法の規制面でのコアになっていると考えら

れる。また、同白書では、国際協力では、基本的人

権の尊重、多元性、無差別性、プライバシー保護、

個人データの保護などの価値に基づいた協力を進

めていくこと、及びそのような価値を対外的に拡張

していく方針が示されており、こちらも後の AI 法

における価値観の基礎となっていると言えよう。 

欧州委員会は、2021年 4月に AI法案を正式に提

案し、欧州委員会、欧州理事会、欧州議会、加盟国

の間での交渉が開始された。特に2023年夏以降に、

集中的な議論・交渉が行われたのち、2023年 12月

に加盟国間での政治合意が成立した。その後、2024

年 3 月、欧州議会が AI 法案を賛成多数で可決し、

同法案は 5月に欧州理事会での採択、6月に成立、

8月 1日に発効した。 

 

（２）EU AI法の位置づけ 

フォンデアライエン欧州委員長は 2023 年 9 月の

一般教書演説にて、AIが軍民を問わず非常に広範に

適用可能な技術であることを認めた上で、AIのグロ

ーバルなフレームワークとして、①ガードレイル、

②ガバナンス、③イノベーションの先導の３つの柱

を提唱した。 

同委員長は、①を最優先事項と言及した上で、AI

が人間中心、透明性があり、責任ある形で開発され

るよう保証することを意味していると明言すると

ともに、これが AI法であると説明している。また、

②のガバナンスについては、広島 AI プロセスなど

の成果を踏まえて、AIに対するグローバルに調整さ

れた対応が必要であるとし、例えば IPCC（気候変動

に関する政府間パネル）のような組織が必要とも言

及している。最後に、③として、イノベーションを

責任ある形で導いていくとして、HPC（ハイパフォー

マンスコンピューティング）を AI スタートアップ

が利用できるように開放することや、AI開発企業及

び AI を展開する企業との対話などを挙げつつ、そ

れを AI 法の原則への自主的なコミットメントにつ

なげていくべきと主張した。 

すなわち、EUにとっての AI法は、AIのフレーム

ワークの 3本柱のうちの 1本であり、その他の 2本

の柱と一体として理解されるべきものであると言

えよう。 

 

（３）Digital Services Actとの関係 

他方、EUはその他にも様々な法的規制を策定して

おり、AI法とそれ以外の規制との関係性の整理も課

題となっている。例えば、EUのデジタル技術関連で

の規制では Digital Services Act （DSA）が有名で
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ある。DSA は巨大なオンラインプラットフォーマー

をターゲットにした規制（検索エンジン含む）であ

り、AI法の対象は AIシステムであり、また透明性

や安全性などにフォーカスしたものでるため、基本

的に規制対象や目的は異なるが、オンラインのプラ

ットフォーム上で動作する AI（特に生成 AI）は、２

つの法律の双方の対象となりうることに留意が必

要となる。特に“systemic risks”（定義は２つの

法律で異なる）への対応が求められている点は共通

している15。 

 

（４）AI法への賛否  

なお、AI法の成立にあたっては、EU内外には様々

な立場があり、最終的にはそれぞれが妥協する形で

法律が成立している。そのため、重要な法律にはよ

くあることではあるが、AI法も各種の立場の思想や

思惑が入り混じったものとなっている。 

例えば、生成 AIの「基盤モデル」に対する厳しい

規制に反対の立場をとっていたのは、ドイツ、フラ

ンス、イタリア及びそれらの国の EU スタートアッ

プ企業（仏「Mistral」や独「Aleph Alpha」など）

であった16。これらの国や企業は、基礎モデルに対す

る厳格な規制が欧州における AI イノベーションを

阻害すると主張するとともに、基礎モデル自体を規

制対象とするのではなく、それを利用する具体的な

アプリケーションに基づいて規制を設けるべきだ

と提案した。また、「技術文書（モデルカード）」を

開発者が用意し、モデルの概要や訓練方法を説明す

るよう求める「自己規制」案を打ち出し、これがリ

スクベースアプローチに適合すると主張した17。 

一方で中小企業を中心とするデジタルSME連合は、

ドイツ・フランスらが提案する基礎モデルの自主規

制には反対の立場を表明した。基礎モデルを開発す

るビッグテックが規制に適合する責任を負わない

場合、（その基礎モデルを利用する）中小企業に規制

へのコンプライアンスのコストが課される可能性

があるためだ18。例えば、これまでの実態として、欧

州における個人データの保護を定めた EU 一般デー

タ保護規則（GDPR）では、規制に適合できていない

中小企業が多数存在するとの指摘もある19。 

さらに米国のビッグテックも様々な形で意見を

表明した。AI法の初期案に対しては、特に「汎用AI」

がすべからく高リスクとみなされることは不適切

であり、むしろその応用方法に基づいて規制を行う

べきだと提案した20。さらに、企業は、特定の用途に

高リスクとされるような応用に対してのみ、規制を

適用する方針を支持していた。 

このような様々な利益を代表するグループの駆

け引きの結果、AI法に関する政治合意が 2023年 12

月に成立したわけであるが、今後の同法のより詳細

な規則の策定や運用にあたっては、引き続き各種の

駆け引きや妥協が繰り返されると考えられる。 

 

第３節 EUの AI法の概要 

（１） AI法の特徴 

AI法の最大の特徴は、他国の AI規制と比べて包

括的且つ厳しい規制内容となっていること、また人

間中心で且つ信頼できる AI の促進を目指すなど、

EU が重視する人権や自由などの基本的な価値観が

反映されていることであろう。特に前者については、

AI 法の対象範囲が AI システムを EU 域内の市場に

提供する、域内で利用する、輸入・配布する全ての

主体となっており（ただし、市場に投入される前の

AIシステムや AIシステムの純粋に個人的な利用は

対象外）、EU域外の法人等が EU域内で AIシステム

を展開する場合にも同法が適用されるほど、規制対

象が包括的に定められている。 

また、AI法ではリスクベースのアプローチを採用

し、規制の厳格さがリスクの高さに応じた階層構㐀

になっている点も特徴的であろう。具体的には、以
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下の 4段階の構㐀である。 

➢ 許容できないリスク 

人間を操作する、あるいは社会的スコアリングを

する、生物的な特徴（人種等）からカテゴリー分け

するような機能を有する AI システムを指し、これ

らの AIのサービス展開を禁止している。 

➢ ハイリスク 

AIシステムは禁止されてはいないが、厳格に規制

される AIシステムで、例えば、（EU法及び加盟国の

法律で許容される範囲での）生態認証、法執行のほ

か、重要インフラで使用される AI システム、教育

訓練・採用・雇用管理で使用される AI システムな

どが含まれる。 

「ハイリスク」の AI システムには、リスク管理

システムの確立、データ及びデータガバナンス、技

術資料の整備、ログの保存、人間による監視、サイ

バーセキュリティなどの要件を満たすことが求め

られる。 

➢ 限定的リスク 

チャットボットや音声、画像、テキストなどを生

成する汎用 AI システムが該当し、これらには透明

性を確保する義務が課されている。具体的には、人

間が AI と対話していることがわかるように設計す

ること、汎用 AI システムにおいては、生成された

出力が機械可読な形式で、AIによって生成されたも

のであることを検出可能とすることなどが求めら

れている。 

➢ 最小限のリスク 

上記以外の AIシステム（汎用目的型 AIモデルを

除く）は、最小限のリスクとされ、AI法による要求

は受けない。 

なお、生成 AIの基盤モデルは、AI法においては

「汎用目的型 AI モデル（general-purpose AI 

model; GPAI）」と呼ばれ、通常の AIに課せられる

規制以外の要求が課されている。すなわち、GPAIモ

デルに対しては、モデルに関する技術文書の作成及

び維持、GPAIモデルを利用する AIシステムプロバ

イダーへの情報提供、著作権その他の権利に関する

EU域内法の遵守、モデルの訓練に使われるデータの

公開が求められるほか、特に systemic riskがある

と判断されるモデル（※）に対しては、リスク評価

のためのレッドチームテスト、重大インシデント発

図６: EU AI法のリスクベースアプローチの概念図 （出典：欧州委員会HPをベースに筆者加工） 
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生時の当局への迅㏿な報告、適切なサイバーセキュ

リティ対策の実施などが求められている。 

※GPAI モデルの訓練に使用される計算量（FLOPS）

が一定の閾値を超えると、systemic riskがあると

判定される。現在の水準は GPT4 と同等と言われて

いる。 

 

（２）主な罰則 

「許容できないリスク」として禁止されている AI

システムに関する違反は、違反者に対して 3,500万

ユーロまたは全世界売上高の 7％の高い方の制裁金

が課されると定められている。一方で、「ハイリスク」

の AI システムへの要求事項や透明性義務等に対す

る違反は、違反者に対して 1,500万ユーロまたは全

世界売上高の 3％の高い方が課される。GPAIに関す

る規定への違反についても、違反者に対して 1,500

万ユーロまたは全世界売上高の 3％の高い方の制裁

金が課される。 

 

（３）域外適用の要件 

AI法は、EU域内市場で AI システム又は GPAIモ

デルを提供する全ての事業者に適用され、当該事業

者の所在地が EU 域内か否かを問わない。また、AI

システムによって生成されたアウトプットが EU 域

内で使用される場合において、当該 AI システムを

提供もしくは導入する（※）EU域外の事業者にも適

用される。 

※個人的、非職業的な利用は除外される 

 

（４）適用のタイムスケジュール 

AI法の発効は 2024年 8月であるが、その規則の

適用は段階的に設定されている。2025 年 2 月から

は、総則及び禁止される AI に関する条項（＝許容

できないリスクの AI システム）が適用開始され、

2025年 8月からは GPAIモデルの規制が適用開始と

なるとともに、罰則の条項（GPAI除く）も適用が開

始される。2026年 2月からは、一部の例外を除いて、

原則として AI 法の全ての条項の適用が始まる予定

となっている。 

 

第４節 AI 法の分析：EU が追求しているものは何

か？ 

ではEUはAI法のような包括的な規制の策定を通

じて、何を達成しようとしているのだろうか。ここ

では自律性、制度、思想の 3つの観点から考えてみ

たい。 

 

（１）自律性：デジタル主権の追求 

現代の国際関係において、EUは影響力を発揮する

ための１つの手段として、AIをはじめとするデジタ

ル技術分野での自律性－デジタル主権ともいわれ

る－の確保を重視してきたと指摘されている21。デ

ジタル技術分野で EU 域内の企業を育成し、グロー

バルな競争力をつけさせようという試みとなるが、

AI 法では、AI 分野での強力な規制を敷くことで、

グローバルな AI 開発競争を減㏿させること狙って

いるとの見方がある22。 

具体的には、AI 法の第 51 条及び第 52 条では、

GPAI、中でも高度な生成 AI の基盤モデルに対して

は、厳しい安全性の要件を要求している上に、

systemic riskがあると判断される基盤モデルに対

しては、さらにレッドチームによる攻撃試験やデー

タソースも含めたリスク評価、インシデント発生時

の報告、サイバーセキュリティ対策などの追加の要

求を課している（第 55条）。高度な基盤モデルの潜

在的な影響力を考えれば、その安全性確保が必要な

ことは確かではあるが、一方で、systemic riskの

有無の判断基準は、GPAIモデルの訓練に使用される

「計算量（FLOPS）」で設定されている点からは、こ

の規制が GPAI モデル訓練用の大規模な計算資源を
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確保できる、米国の一部の事業者をターゲットにし

ていると考えることができる。 

また、AI法に域外適用の条項が含まれていること

は、米国のビッグテックをターゲットとしているこ

とのほか、GDPR（一般データ保護規則）によって EU

が個人データ保護での世界的な影響力を発揮した

ことの成功体験に基づき、AI分野での自らの規制を

世界標準として確立し、グローバルな影響力を確保

する試みの一環と解釈することも可能であろう。 

一方で、AI 法には、EU 域内でのイノベーション

を後押しするための仕掛けも組み込まれている。例

えば、加盟各国は"AI regulatory sandbox"の設置

が求められており、ここで開発・試験され、安全性

が確認された AI システムは、規制に適合している

ものとして取り扱われることになっている(第 57

条)。そのため、EU域内で開発される AIシステムは、

この仕組みを利用すれば、規制面ではスムーズに市

場投入が可能になる。 

すなわち、AI法は、一方では米国の生成 AI事業

者に対して、強力な規制を強要することで、自らの

対外的な影響力の確保を目指しつつ、一方ではEU域

内の生成 AI 事業者の保護と育成の仕組みを導入す

ることで、EUとしての技術主権を確保することを目

指していると考えられる。 

 

（２）制度：社会の安定性確保 

AI 法の特徴の 1 つはリスクベースのアプローチ

となるが、そこで「許容できないリスク」もしくは

「ハイリスク」として挙げられている項目は、AI利

用者または他者に危害を加える恐れのある操作や

特定の個人の集団の脆弱性を悪用することなど、社

会の安定性を重視するものが多く設定されている

（第 5条及び第６条）。また、AIシステムに安全性

の確保や人間による管理を求める条項がいくつも

入っており、AIによる社会の混乱を避ける意図が読

み取れる（例えば第 8 条から第 17 条)。すなわち、

AI 法は、EU 域内の社会の安定性を確保するための

制度的保障という側面があると言えよう。 

また、そもそも日本や米国と違い、ハードローに

よるアプローチを採用している点については、EUの

機構的な性質からして、ソフトローでの規制は加盟

国を拘束する強制力を持たないため、加盟国間の平

等を担保するためにもハードローでの規制を構築

する必要があったとの見方がある23。EUと他の国の

規制アプローチを比較する際にはこの点は考慮す

べき事項であろう。 

 

（３）思想：思想の自由の追求 

AI法第 1条には、同法の目的として、人間中心且

つ信頼できる AIの利点を促進するとともに、EU基

本権憲章で EU 市民に保障された「基本権」を守る

ためと規定されている24。実際に、AI法の「許容で

きないリスク」もしくは「ハイリスク」として定め

られている項目には、社会的スコアリング、人種・

政治的意見・宗教的信条などに機微な特徴に基づい

た人間の分類、個人のプロファイリングを利用する

ものなどが含まれており、EU市民の人権やプライバ

シーの権利を保護する観点で設定されているもの

が多く見られる（第 5条及び第６条）。もともと EU

では、個人データ保護規則である GDPRが 2016年か

ら発効しており、GDPRを用いて個人データの取得や

利用に関して厳しい規制を敷いてきたところ、AI法

が AI システムの開発や利用の側面からも個人の権

利保護を目指すことで、GDPRと AI法は補完的な関

係にあるとの指摘もされている25。 

さらにAI法はより現代的な課題への対応として、

EU 内外からの偽情報や影響工作など、AI システム

の意図的な悪用から、EU市民の思想の自由を積極的

に守ることも試みている。例えば、許容できないリ

スクを有するとして禁止される AI システムの筆頭
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には、（人間の潜在意識に働きかける）サブリミナル

技術を使って人間の判断に影響を与える AI が記載

されている。また、ハイリスクに分類される AI シ

ステムには、データの検証可能性や堅牢なサイバー

セキュリティ対策を求めているのは、AIシステムを

利用した影響工作への対応と言える（第 10 条及び

第 15条）。「限定的リスク」の AIシステムにも透明

性の義務として、ディープフェイクに対して警告ラ

ベル付けが求められている（第 50条）。 

このように、AI法は、欧州市民の思想の自由や人

権、プライバシーを AI システムから保護すること

を重視していることが同法の各所から読み取れる。

言い換えれば、産業競争力と並行して、思想面での

欧州の自律性を担保しようと試みているとも言え

るだろう。 

自律性、制度、思想という観点で AI 法を整理す

ると、EU域内にあっては、社会的安定性の確保や EU

市民の人権やプライバシー権の保護を推進すると

ともに、EU域内のイノベーション促進による国際的

な競争力確保が目指されている。一方で、対外的に

は、主に米国のビッグテックを念頭に置いた規制を

敷くことで、それらの事業者の競争力を削ぎ、EUと

してのデジタル主権の確保と、対外的な影響力の最

大化を図っていると言えよう。EUでは、米国のよう

な巨大なビッグテックや中国の政府支援型の巨大

イニシアテチブが存在しない中で、規制と（EU全体

としての）市場規模のパワーを利用することで、自

らの価値観に沿った形での AI のガバナンスを追求

している、とブリュッセル自由大学のチェラトニ教

授は指摘する26。 

 

第５節 国際的な展開 

EUは G7（主要 7か国）や OECD（経済協力開発機

構）での会合など様々な機会を通じて、主にガバナ

ンスの観点から生成 AI に関する国際協力を模索し

ている。一方で、これまで見てきたように、生成 AI

の開発や利用、ガバナンスにおいて、EUが一定の自

律性を追求しているということは、生成 AI を巡る

国際関係において、米国や日本といった価値観を共

有する同志国と必ずしも全ての政策が一致するわ

けではないことを意味する。例えば、米－EU間の AI

に関する協力を中国への対抗措置としてだけ捉え

るのは不十分であり、むしろ欧州は米中に続く第 3

極として自律的なアクターを志向しているとの見

方もある27。ここでは生成 AIを巡る複雑な国際関係

について、EUの取り組みを整理しておきたい。 

 

（１）二国間協力 

米国は EU にとって最大のパートナーであるとと

もに、生成AIに関しては最大のライバルでもある。

米―EU間においては、2021年に「米 EU貿易・技術

評議会（U.S.-EU Trade and Technology Council; 

TTC）が立ち上げられ、その作業部会の１つで信頼性

のある AI に向けた取り組みが議論されることとな

った28。以後、米―EUでは TTCの枠組みを中心に協

力のための議論が進められている。 

2022年 12月には、TTCの成果の目玉として、「信

頼できる AI 評価及びリスク管理に向けた共同ロー

ドマップ（TTC Joint Roadmap on Evaluation and 

Measurement Tools for Trustworthy AI and Risk 

Management）が公表された。TTCの第 4回会合（2023

年 5 月）では、信頼性及び責任のある AI 技術開発

のためのリスクベースアプローチへのコミットメ

ントとともに、上記のロードマップ実行にあたって

生成 AI に特別な重点を置くことが確認された。ロ

ードマップの実行にあたっては、①AI技術に関する

共通用語集の作成、②信頼性のある AI 及びリスク

管理のための標準及びツールの開発での協力、③AI

のリスクの監視、の 3点に取り組む専門家会合を立

ち上げることも発表された29。また、AI法の履行の
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ために 2024 年 2 月に欧州委員会傘下に設置された

EU AI事務局と、米国の AIセーフティ・インスティ

テュート（米国立標準技術研究所傘下）が AI モデ

ルの評価ツール等の開発のための協力を進めてい

る30。 

しかし、2025年 1月に第 2次トランプ政権が発足

すると、同政権は EU による様々な規制を厳しく批

判し始めた。J.D.ヴァンス副大統領は、同年 2月に

パリで開催された AI アクションサミットにて、欧

州が様々な規制で米国企業に過剰な負担を強いて

いると批判し、「AI の未来は、安全性についていた

ずらに悩むことでは勝ち取れない」と断言した31。こ

のように、第 2次トランプ政権下において、米国と

EUの立場は大きく乖離し始めている。 

日本との関係においては、日 EU デジタル・パー

トナーシップ会合の枠組みで、生成 AI に関する議

論が行われている。2023年 7月の第 1回閣僚級会合

では、生成 AI 及び基盤モデルのもたらす利益及び

リスクについて議論を進めること、また、広島 AIプ

ロセスに貢献していくことが確認されている32。ま

た、翌年 4月の第 2回閣僚級会合では、広島 AIプ

ロセスの成果を G7 を超えて広めていくことにコミ

ットするとともに、同プロセスに基づく AI ガバナ

ンス・フレームワークの相互運用性の向上で合意し

た。その最初の取り組みとして、EUの AI協定（AI 

Pact）及び日本の AI 事業者ガイドラインを含めた

情報共有を開始した33。また、EU AI事務局と日本の

AIセーフティ・インスティテュートとの将来の協力

についても確認されている。 

 EU は、中国との間でも、2020 年に創設したハイ

レベルデジタル対話の枠組みにて AI に関する議論

を行っている。中国側が主催した 2023 年の第 2 回

対話では、AIに関する意見交換を実施したこと、欧

州委員会側からは、AI法の進展及び普遍的人権を重

視した AI の倫理的な利用の重要性を強調したとさ

れている34。また、中国側は、中国のデジタル経済は

欧州企業にも開放されており、相互利益を達成する

ことができると述べたと発表されている35。EUと中

国の間には、民主主義や人権をめぐる根本的な価値

観の相違があるものの、共通点として、主にデータ

主権の観点で米国に依存することへの警戒感が根

強いほか、生成 AI を悪用した偽情報への懸念など

の存在が指摘されている36。 

 

（２）多国間協力 

EUは必ずしも自身が AI開発におけるグローバル

なリーダーの立場にないとの自己認識の下、AI法に

体現される AI ガバナンスの考え方を国際的に展開

するため、多国間の枠組みを活用しようとしている。

例えば広島 AIプロセスは、G7の枠組みで日本が主

導した、AIの開発及び利用に関するルール検討のプ

ロセスであり、2023年 10月には「国際指針」と「国

際行動規範」が合意に至っている。EUも広島 AIプ

ロセスに参加しており、フォンデアライエン欧州委

員長は、広島 AIプロセスでの合意が EUの価値－AI

の信頼性促進－を反映するものとして歓迎すると

ともに、AI開発事業者に対して、行動規範に署名す

るように呼び掛けた37。 

G7 自体は常設の事務局を持たないため、広島 AI

プロセスの実行やフォローアップにあたっては、

OECDに事務局の機能が任されることとなった。OECD

本部はパリに所在し、加盟国の半数以上が EU 加盟

国であることから、欧州の影響力が強い国際機関で

ある。OECD自身も 2019年に「人工知能に関する理

事会勧告」を採択し、2023年及び 2024年に改訂さ

れているところ、それらの作業において EU 加盟国

及び EUそのものが参加している38。また、G7と OECD

は 2020年に、「AIに関するグローバルパートナーシ

ップ」（GPAI）という枠組みを創設した。これは上記

のOECDの勧告にて盛り込まれた、人間中心で安全、
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信頼性のある AI を実現するという原則の実現を図

るための組織であり、EUを含めた 29の国及び国際

機関が参加している39。 

また、2023年 11月には、英国が「AI安全性サミ

ット」を開催し、AIのもたらすリスク低減のための

国際協力を謳った「ブレッチリー宣言」が採択され

たところ、EUは同宣言も参加しているほか、翌年 5

月に韓国にて開催された第 2回サミット、2025年 2

月にフランスで開催された AI アクションサミット

にも参加し、このような AI に関する国際的な議論

に継続的に関与している40。 

 

第６節 イノベーションと規制の狭間で 

 本章では、EU の AI法を中心に、EUが生成 AIに

どのように対応しようとしているのかを見てきた。

AI法は、域内の社会的安定や思想の自由を担保しつ

つ、対外的な自律性を確保するためのツールであり、

EU が域外からの影響力を排除するためのパワーを

追求する手段とも言えよう。 

フォンデアライエン欧州委員長は、AIが人間中心

で、透明性があり、責任ある形で開発されるよう保

証することが、EUとしての最優先事項だと説明して

いる。実際に AI法では、EU域内の社会的な安定性

や EU 市民の思想の自由が損なわれるリスクをもた

らす AI システムに対する厳しい規制が課されてい

ることがわかる。 

 しかし、AIシステム、特に急㏿に発展する生成 AI

の基盤モデルの開発状況を考えると、米中と比べて

EU域内の企業は出遅れており、上記の規制は、むし

ろ EU 域外からもたらされるリスクへの対応である

側面が大きいと言える。特に米国の生成 AI 事業者

は Google や Microsoft 等の大手のデジタルプラッ

トフォーマーと連携しているケースが多く、EU域内

へのサービス展開において高い競争力を有してい

る。また、AIシステムのガバナンスに関する日米な

どのパートナーとの協議や多国間での取り組みも、

EU 域外からもたらされるリスクを緩和するための

対応の一環としてとらえることができよう。 

 他方で、AI 法のもう１つの側面は、EU 域外の生

成 AI サービスに強い規制を課すことで、域内にて

生成 AI サービスを開発しているスタートアップ企

業の保護及び育成を目指す産業政策でもあるとい

う点である。規制面以外にも、EUは、スタートアッ

プ企業への資金提供やスーパーコンピュータのリ

ソースの提供などを通じて、それらの企業の育成を

図ろうとしている。すでに EU 域内には主要な研究

拠点、人材、資金、インフラを含めて生成 AIの基盤

モデル開発に必要なエコシステムが存在はするも

のの、米国や中国と比べると、依然として高い競争

力を誇るとは言えない。欧州議会調査局の報告書

（2024 年 1 月）においても、AI のグローバル市場

においては、EUが米中に遅れていることを明確に認

めている41。 

 2024年 9月にマリオ・ドラギ氏（元欧州中央銀行

総裁）が「欧州の競争力の未来」（The future of 

European competitiveness）と題する報告書を欧州

委員会に提出した42。同報告書は、EUが持続的成長

を図るための最優先課題として、特に先端技術分野

における米国及び中国とのイノベーションギャッ

プを埋める必要性を挙げた上で、EUにおけるイノベ

ーションが阻害されている要因を指摘している。そ

の個々の内容にはここで触れないが、同報告書全体

から見て取れるのは、EUが米国及び中国に対抗しう

る存在であるべきという自己認識である。EUという

共同体は、欧州が域外の大国に対抗するために編み

出した組織であることを考えれば、それは当然のこ

とと言えるが、しかし、その自己認識を持つがゆえ

に生成 AI のような社会的インパクトの大きな新興

技術に関しては、他国に依存するのではなく、EUと

しての自律性－すなわちデジタル主権－を追求せ
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ざるをえない。たとえ十分な競争力がなかったとし

ても。ここに EUの抱える最大のジレンマがある。 

 なお、2025年に入ってから、EUが AI法での規制

を緩和する方向に傾いていると見られる動きが出

てきている。EUの AI法を実行する際の「行動規範」

の策定にあたって、AI法の一部の内容を緩和すべき

との意見が出ていたほか、6 月には、欧州委員会に

て AI 分野を担当するヘンナ・ヴィルクネン氏は、

AI 法の適用スケジュールを遅らせる可能性を示唆

した43。直接的には、大企業によるロビーイングが続

いていることに加え、第 2 次トランプ政権が AI 分

野での規制緩和の方向性を見せていることが影響
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第４章 日本 －ミドルパワーとしての戦

略の模索 

 

第１節 日本における生成 AI開発の現状 

2022年 11月 30日に公開された OpenAI社のサー

ビスである ChatGPTをはじめとして、米国の巨大テ

クノロジー企業（ビッグテック）は LLMの開発を進

めており、例えば Google は Gemini、Meta(旧

Facebook)は Llama を発表している。日本において

は LLMが一般化した当初、米国製 LLMは学習に使用

した日本語のデータ量が英語と比較すると劣後す

るため、一般的に日本語理解や日本の文化・習慣を

踏まえた文章の生成能力が比較的弱いとされてい

た。そのため、日本語の自然言語処理に強みを持つ、

または日本語に特化したLLMの開発を日系企業が進

めてきた。例えば NTT グループの「tsuzumi」、NEC

「cotomi」などがある。 

今後、AIが国家にとって、産業にとってどこまで

有用なものになるのか未知の部分も多いが、日本の

ような主権国家が自国のパワーを保持し、諸外国か

らの干渉を避けるために、理想的には国家は自国で

AIを開発・保有すべきであろう。つまり自国で管理

可能な基盤モデルを開発すべきである。こうした AI

をソブリン AI とも呼称する。しかしながら全ての

国がソブリン AI を保有できるわけではない。ソブ

リン AIを保有するためには、GPUのような半導体、

大規模データセンター、国内の良質なデータへのア

クセス、AI を開発するための研究者とエンジニア、

高㏿かつ安定した通信インフラ、整備された法制度

やガイドラインといった要件が揃う必要があり、そ

れには巨額の資金が必要となる。 

2025年時点でソブリン AI開発に必要な要件を満

たし、AI開発競争に邁進しているのは米国と中国で

ある。米国は国内の民間テクノロジー企業主導、中

国は国家として AI を国家戦略の中心に据えて、AI

分野でのリーダーになることを目指している1。先述

のように日本では大企業がLLM開発に乗り出してい

るが、日本発のモデルがグローバルに利用されると

いう状況にはない。日本は先述の AI 開発環境の必

要条件を充足できないわけではないが、米中に伍す

るほどの計算資源もなく、先進的な AI モデルを開

発している状況でもない。日本は自国の基盤モデル

を持ちたい一方で、開発者が米国系クラウドや LLM

のオープンモデルに依存する現実がある。日本の状

況について過去にさかのぼれば、2017年３月に公表

された政府の「人工知能技術戦略」にて、米国や中

国と比較して日本の AI 関連論文数が劣後している

現状を踏まえ、「官民を挙げて研究開発環境を整備

する必要がある」とし、また、AI人材の不足が深刻

な課題という認識がなされていた。官民を挙げた研

究開発環境の整備という文言にあるように、日本と

米国、中国では AI 技術開発のメカニズムが異なる

可能性がある。米国や中国に立ち遅れているという

日本の自己認識から現在までを次項にて概観した

い。 

 

（１）日本政府の AI戦略と政策方針 

2025 年まで直近 10 年の日本の AI 開発は米中に

遅れることを懸念する研究者と政府による取り組

みが中心的であった。2015年 5月に産業技術総合研

究所（産総研）は「人工知能研究センター」を設立

した。当該センター長には自然言語処理やテキスト

マイニングの第一人者である東京大学名誉教授の

辻井潤一氏が就任した。辻井は就任にあたって、人

工知能が産業のあらゆる領域に浸透するなかで、日

本が遅れを取ると産業全体が負けてしまうという

危機感を表明している。日本の人工知能研究での遅

れを取り戻すべく設立された同センターでは、研究

員が大学や企業に籍を置いたままで、センターにも

在籍することができるクロスアポイントメント制
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度を導入している。これは米国の研究者が大学に在

籍したままで有力テクノロジー企業にも在籍でき

る人材流動性を意識した制度設計であろう。人工知

能研究センターの研究者は産総研の 30 人超の常勤

研究員に加え、非常勤研究員 50人程度を週 1～2日

の勤務形態で招聘する形をとった。当時の資料には

「国内外の大学・研究機関等からエース級人材を集

約した研究チーム」という記載もあり、柔軟な雇用

形態により優秀な人材を確保しようとした痕跡が

見て取れる。同センターの研究の中心として、2 つ

の方向性を設定した。一つは知識を自ら創り出す

「脳型人工知能」で、人間の脳の情報処理の最新の

神経科学の知見を取り入れた研究を行う。これには

大脳皮質モデルに基づくディープラーニングも含

まれる。もう一つは膨大なデータから知識を抽出す

る「データ・知識融合型人工知能」で、大量のデー

タを利用するAIと大規模知識グラフに基づくAIを

融合させることを企図した。同センターは AI の社

会・ビジネスへの適用を目指しており、当初から技

術の応用も視野に入れていた。 

AIに関連する戦略は 2015年の産総研・人工知能

研究センター設立から2022年4月に発表された「AI

戦略 2022
2」まで一貫して課題意識とされているも

のは、AI技術において米国と中国に立ち遅れたとす

る自己認識と3、それに対応すべく人材育成を急ぐ姿

である。同時に AI がアルゴリズムとしてソフトウ

ェアで完結するだけでなく、ロボティクスなどのハ

ードウェアと接続することで現実世界における産

業を形成していくことが期待されている。この期待

の背景には日本の少子高齢化による人口減少と諸

外国に比して低い労働生産性の改善への解決策の

一つとしての AIの位置づけがあると考えられる。 

AI戦略 2022の戦略目標には、戦略目標０．「我が

国（日本）が、パンデミックや大規模災害などの差

し迫った危機に対して、そこに住む人々の生命と財

産を最大限に守ることができる体制と技術基盤を

構築し、それを適正かつ持続的に運用するための仕

組みが構築されること」、戦略目標 1. 「我が国が、

世界で最も AI 時代に対応した人材の育成を行い、

世界から人材を呼び込む国となること。さらに、そ

れを持続的に実現するための仕組みが構築される

こと」、戦略目標２．日本が、「実世界産業における

AIの応用でトップ・ランナーとなり、産業競争力の

強化が実現されること」、戦略目標３．日本で、「『多

様性を内包した持続可能な社会』を実現するための

一連の技術体系が確立され、それらを運用するため

の仕組みが実現されること」、戦略目標４．日本が

「リーダーシップを取って、AI 分野の国際的な研

究・教育・社会基盤ネットワークを構築し、AIの研

究開発、人材育成、SDGsの達成などを加㏿すること」

とある。AI戦略 2022の目的として政府は日本の社

会課題の克服や産業競争力の向上に向けて、AIに関

する総合的な政策パッケージを示すこととしてお

り、そこでも「AI時代に対応した人材の育成」と「実

世界産業における AIの応用」が記載されている。 

 

（２）研究開発支援 

2016 年 4 月に理化学研究所による革新知能統合

研究センター（AIP センター）が設立され、文部科

学省が推進する AIP（ Advanced Integrated 

Intelligence Platform）プロジェクトの中核拠点

として、約54億円が初年度予算として計上された。

米国や中国との比較において、また 2020 年代に入

ってからの AI への投資規模との比較では寡少と考

えられるが、将来を見据えた AI プロジェクトへの

政府による資金支援であった。AIP センターでは 3

つの重点領域が設定された。それらは、１．深層学

習を含む AI の基盤技術開発、２．ゲノム医療や創

薬など生物科学分野への応用研究、３．ロボットや

自動運転などの社会実装に向けた技術開発であっ
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た。また当初、政府において各省が個々に進めてい

た AI の研究開発支援において、総務省、経済産業

省、文部科学省の連携が進められ、総務省管轄の情

報通信研究機構脳情報通信融合研究センター

（CiNet）、経済産業省系の産業技術総合研究所人工

知能研究センター（AIRC）、そして文部科学省系の革

新知能統合研究センター（AIP センター）の連携が

行われた。 

2016 年 4 月に設置された人工知能技術戦略会議

（議長：安西祐一郎 日本学術振興会理事長）が司

令塔となり、2017 年 3 月に人工知能技術戦略4が策

定された。人工知能技術戦略は日本政府が AI 技術

の研究開発と産業化を推進するための包括的な戦

略を示したものである。戦略策定の背景には、ディ

ープラーニングの進化、インターネットの膨大なデ

ータ蓄積、通信㏿度の高㏿化、スマートフォンなど

の小型高性能コンピュータの普及により、「第 4 次

産業革命」と呼ばれる社会変革が始まっていること

が挙げられた。重点分野として社会課題としての喫

緊性、経済波及効果、AI技術による貢献期待の観点

から選定され、「生産性」「健康、医療・介護」「空間

の移動」の 3分野と、横断的分野として「情報セキ

ュリティ」が設定された。特に少子高齢化が進む日

本社会の現状を踏まえて、医療・介護分野では、2030

年に日本の人口の 40%以上が高齢者となる中で、80

歳でも就業を希望する高齢者が元気に働ける社会

の実現を掲げている。2016年時点の環境として特筆

すべきは日本政府による AI の研究開発・産業化を

担う人材育成への危機感であり、大学と産業界によ

る共同研究・人材育成の推進が具体的な取り組みと

して挙げられている。同時に AI 関連ベンチャーが

大企業や大学等との連携により、研究及び事業化が

図りやすい「場」をつくるべきとされた。 

2017 年 4 月には国立研究開発法人情報通信研究

機構（NICT）は知能科学融合研究開発推進センター

（AIS）を設立した。NICTはこれまで自然言語処理、

知識処理、脳情報通信融合研究などの分野で研究を

重ねてきた実績を持つ。同センターでのプロジェク

トの一例として、次世代音声対話システム WEKDAの

開発が挙げられる。WEKDAは 40億件以上の Webペー

ジの情報を活用し、先端技術から日常生活の話題ま

で幅広い音声入力に対応する対話システムとなっ

た。従来型の対話システムと異なり、事前に定めら

れた対話ルールを必要とせず、Web 情報と深層学習

を用いて対話を実現した。特筆すべき点として、

WEKDA は音声認識精度 95%以上を達成し、応答生成

までの所要時間を1秒以内に抑えることに成功した。

また、総務省と NICTは共同で「翻訳バンク」の運用

を開始した。これは、自動翻訳システムの多分野対

応と高精度化を目指し、オール・ジャパン体制で翻

訳データを集積するプロジェクトとなった。 

2019年 3月、統合イノベーション戦略推進会議は

「人間中心の AI 社会原則」を決定した。この原則

は、人類が直面する地球環境問題や格差拡大、資源

枯渇などの課題に対し、AIを活用して解決を図るこ

とを目指している。「人間中心の AI社会原則」では

AIの進化と共に AI利用のリスクが懸念されてきて

おり、日本政府が AI の倫理的方針を打ち出してい

る。人間中心の原則では AI の利用にあたって、人

が自らどのように利用するのかの判断と決定を行

うことが求められるとしている。その他、技術開発

に関わるものとして、プライバシー確保の原則、セ

キュリティ確保の原則、公平性・説明責任及び透明

性の原則を提示している。 

 

（３）公共投資とインフラ整備 

AIの研究開発には研究者・エンジニアという人的

資源だけでなく、GPU のような半導体、大規模デー

タセンター、安定した電力供給といった計算資源関

連の官民あげてのインフラ整備が必須となってい
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る。日本政府の AI 関連予算の概算要求の推移は、

575.5億円(2015年)、770.4億円(2016年)だったも

のが、1,178.4億円(2019年)と増加し、その後横ば

いであったが、1,138.4億円(2023年)から 1,640.9

億円(2024年)にかけて 44%増加した5。 

2024 年度の概算要求額約 1,641 億円の内訳はリ

スクへの対応に 10.6 億円、AI の利用促進に 492.9

億円、AI開発力の強化（計算資源の整備・拡充、高

品質データの整備・拡充、アクセス提供、基盤モデ

ルの透明性・信頼性の確保等の研究開発力及び産業

競争力の強化）に 568.4億円となっており、この内

の計算資源の整備・拡充については 164.8億円であ

る。この他に AI の研究開発等を支える基盤整備等

の予算を計上している。また半導体関連では経済産

業省による『「AI・半導体産業基盤強化フレーム」に

よる支援』において、「令和７年度予算では、次世代

半導体の量産化に向けた金融支援（1,000億円）、企

業が共同利用可能な先端半導体設計等の拠点整備

（318 億円）、革新的 AI 半導体の基礎研究（400 億

円）など、必要な財源を確保しながら、0.3 兆円規

模の支援をエネルギー対策特別会計に計上」とあり、

「AI・半導体産業基盤強化フレームのスキーム概要」

には財政投融資特別会計等の活用により、「2030 年

度までの 7年間で計 10兆円以上の AI・半導体支援

を実施し、これを呼び水に、今後 10年間で 50兆円

を超える国内投資を官民協調で実現する」との記載

がある6。このように政府は半導体確保のために収益

が見込めない事業の初期段階において資金支援を

することでその後の民間投資を呼び込むことを企

図している。日本政府がこれだけの野心的な目標を

設定する背景には、半導体を経済安全保障上の戦略

物資と位置付け、最先端半導体である 2ナノ半導体

を 2025年に試作し、2027年に量産化する計画であ

るラピダスへの資金手当てが念頭にあるだろう7。こ

の半導体開発支援の全てが AI 向けではないが、半

導体確保への現段階での日本政府の意思が感じら

れる施策となっている。 

 

（４）データ政策 

2017 年 3 月に発表された人工知能技術戦略にお

いても産官学が有するデータ及びツール群の環境

整備として、重要分野でのデータ整備の強化が唱え

られた。当該戦略では AI 技術の技術開発にはデー

タが不可欠だとして、健康、医療、介護、交通、農

林水産分野など社会ニーズがつながっているデー

タの活用、環境整備を行うべきだとしている。また

産官学連携によるデータ整備・提供の強化、民間保

有データの利活用促進が挙げられている。AI開発支

援において当然ではあるが、データ整備の必要性は

政府に認識されていた。 

データは元来、世界中の人間が使えるグローバル

なものであり、その自由で安全な流通は AI 開発に

資するためそのルールメイキングが重要な論点と

なる。日本政府が国際社会に向けてデータ政策に関

する提唱をしたものに、2019年 1月のダボス会議に

おいて安倍首相が唱えた「信頼性のある自由なデー

タ流通（DFFT）」がある。2019年 6月には G20大阪

サミットにおいて、DFFTの意義・役割を明示した首

脳宣言に合意した。8デジタル庁によれば DFFTとは

「プライバシーやセキュリティ、知的財産権に関す

る信頼を確保しながら、ビジネスや社会課題の解決

に有益なデータが国境を意識することなく自由に

行き来する、国際的に自由なデータ流通の促進を目

指す」というコンセプトとなっている。日本政府は

DFFT の 具 体 化 の た め に 、 Institutional 

Arrangement for Partnership (パートナーシップ

のための制度的アレンジメント)を提示しており、

そこでは１．OECDの既存委員会（政策分野ごとの加

盟国の意思決定機関）を活用し、DFFTに関する多数

国間の政策立案・調整を推進すること、２．委員会
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の下に、政府関係者と専門家・ステークホルダーか

らなる作業グループ（プロジェクト）を設置するこ

ととしている。 

データの取り扱いは知的財産に関わる事項でも

あり、2017年 3月に政府は「新たな情報財検討委員

会報告書」9を発表している。そこではデータ・AIの

利活用促進の基盤となる知財システムの在り方と

して、１．著作権等の対象とならない価値あるデー

タの利活用促進のための知財制度の在り方、２．AI

の学習用データの作成の促進に関する環境整備、３．

AIの学習済みモデルの適切な保護の在り方、４．AI

生成物の知財制度上の在り方等について論点整理

が行われた。 

学習用データの作成の促進に関する環境整備と

して、2018年の著作権法改正により柔軟となった権

利制限規定がある。これは著作権法第 30条の 4(著

作物に表現された思想又は感情の享受を目的とし

ない利用)において、「著作物は、次に掲げる場合そ

の他の当該著作物に表現された思想又は感情を自

ら享受し又は他人に享受させることを目的としな

い場合には、その必要と認められる限度において、

いずれの方法によるかを問わず、利用することがで

きる。」とされ、「享受」が通常は、著作物の視聴等

を通じて、視聴者等の知的・精神的欲求を満たすと

いう効用を得ることとされるなか、著作権者は「享

受」の対価として経済的利益を得ることとなる。一

方で非享受目的の行為は著作権者の許諾の如何に

関わらず、著作権者の経済的利益を害するものでは

ないと考えられる。よって著作物を学習用データと

して AI の学習済みモデルを開発する際には、著作

物に表現された思想又は感情の享受を目的として

おらず、原則として著作権者の許諾が必要ないとさ

れる。この権利制限規定は AI のモデル開発にとっ

ては優位に働くものと考えられ、諸外国と比較して

も日本のAIの研究開発の一助となる可能性がある。 

（５）民間企業の LLM研究開発状況 

米国では巨大 IT企業である Googleや Meta、そし

て非営利組織から営利企業へと転換した OpenAI が

LLMのような生成 AI開発を進めている。また多くの

生成 AI スタートアップが生まれている米国と比較

して、日本では既存の大企業が生成 AI 開発を行っ

ている。国産 LLMとして、NTTの「tsuzumi」、富士

通の「Takane」、 NEC の「cotomi」、 ソフトバン

クの「Sarashina」等がある。国産 LLMの特徴として

OpenAI の開発した GPT に比して少ないパラメータ

数、日本語処理能力の強化が挙げられる。例えば

2024 年時点で GPT-3 は 1,750 億パラメータのとこ

ろ NTTの tsuzumiは 70億と 6億の 2種類、NECの

cotomi は 130 億となっている10。LLM 開発ではパラ

メータを増加させると運用に必要なGPUと電力コス

トも増加し、国産 LLMはパラメータを軽量化した上

でチューニングによって日本語処理能力を向上さ

せるなどの工夫を行い、同時に運用時の電力コスト

を抑えている。また富士通の LLM である Takane は

カナダの Cohere社の LLM「Command R+」をベースに

日本語能力を強化したものになっている11。日本の

スタートアップでは Preferred Networksが独自開

発のLLMである1000億パラメータの「PLaMo-100B」

を開発している。一方で ELYZA社の LLMは Metaに

よりオープンモデルとして公開されているLlamaを

ベースに日本語データの追加事前学習を行い、日本

語に特化した事後学習を行うことで日本語の精度

を高めている。2024年 10月には Meta社が「Llama-

3.1-70B」をベースにした 700 億パラメータの

「Llama-3.1-ELYZA-JP-70B」を発表している12。また

ELYZA は KDDI の出資を受けて連結子会社となって

いる。日本では巨大化、高コスト化する LLM開発競

争において独自の軽量化された LLM を開発するか、

ビッグテックによってオープン化されたLLMの日本

語処理能力を強化するチューニングを行うという
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二つのアプローチに大別される。 

 

（６）スタートアップの研究開発状況 

AI 開発において巨大なデータによってトレーニ

ングされた基盤モデルは汎用的なモデルであり、開

発者はゼロから AI モデルを開発するのではなく、

基盤モデルを起点として目的に沿ったモデルを構

築することができる。基盤モデルをゼロから開発す

るには数億パラメータの小規模モデルだとしても

計算資源の確保などに数十億円の投資が必要とな

り、スタートアップ企業にとっては多額の資金調達

を行わない限りは開発に取り組むことが難しい。こ

こに日本と米国の大きな環境の違いがある。2024年

の米国では xAI が 60 億ドル(約 9,000 億円)、

Anthropicが 40億ドル(約 6,000億円)、OpenAIが

66億ドル(約 1兆円)を調達している13。日本のスタ

ートアップの資金調達環境では国内のベンチャー

キャピタルや事業会社などから数十億円～数百億

円の資金調達を行うことは困難であることが一般

的であった。一方で日本を拠点とするスタートアッ

プとしては珍しく、スタートアップ企業のシリーズ

Aと呼ばれる初期的な資金調達において、Sakana AI

社は2024年にNVIDIAや米国のベンチャーキャピタ

ルである New Enterprise Associates、Khosla 

Ventures、Lux Capitalなど海外投資家から出資を

受け14、その上で NEC、富士通、三菱 UFJフィナンシ

ャル・グループ、三井住友銀行、みずほフィナンシ

ャルグループ、SBI グループ、第一生命、野村ホー

ルディングス等から合計で約 300 億円の調達15を行

った。Sakana AI の共同創業者には Googleの研究

者だったデイビッド・ハ氏や生成 AI の中心的技術

であるTransformerに関する論文の共同執筆者であ

るライオン・ジョーンズ氏がいる。Sakana AIも LLM

をゼロから開発するのではなく、オープンモデルを

組み合わせて新たなモデルを生み出すことを志向

している。16日本のスタートアップ企業がゼロから

基盤モデルの開発に取り組むことは容易ではなく、

米国 IT 企業が開発したモデルをベースに日本語能

力を強化したモデルを構築することや、ChatGPT の

ようなモデルのAPIを用いたビジネス用アプリケー

ションの開発に取り組むことが考えられる。また中

国の DeepSeek が開発で使用していると疑問を投げ

かけられた、他社の大規模モデルの出力を教師モデ

ルとして利用して小規模なモデルの知識移転を行

う「蒸留」という技術も利用可能だろう17。日本政府

はソブリン AI とも呼ばれる国産の基盤モデルの開

発や開発能力保有のための施策を打ち出しており、

日本企業に基盤モデル開発のための計算資源の提

供を行っている。これについては次項に詳述する。 

 

（７）政府との連携 

生成 AI 開発において日本では政府が積極的に企

業への支援を行っている。2024年 5月には AI戦略

会議（座長：松尾豊 東大大学院教授）が立ち上が

り、関係省庁連携のための AI 戦略チーム（チーム

長：村井英樹 官房副長官）も発足した。AI戦略会

議は「AIに関する暫定的な論点整理」18を公表した。

その中で「AI開発力」の「開発力強化に向けた基本

的考え方」として、「政府が AI の開発支援を行う

際は、AI 開発におけるインフラとも言うべき、計算

資源とデータの整備・拡充を行うことが最も重要で

ある。一方で、生成 AI自体の開発は、スピード感を

持って行うことが重要であり、政府の動きがボトル

ネックにならないよう、民間の活力を十分に活用す

べきである。」19との記述がある。日本政府による実

際の生成 AI 開発力強化に向けた施策としては経済

産業省と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術

総合開発機構（NEDO）によるプロジェクト「GENIAC

（Generative AI Accelerator Challenge）」が 2024

年 2月から立ち上がっている。GENIACでは「生成 AI
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の鍵を握るのは、基盤モデル」20として、日本国内の

基盤モデル開発を促すために計算資源の提供支援、

データ・生成 AI の利活用に向けた実証の支援、マ

ッチングイベント等の開催や グローバルテック企

業との連携支援等を進めることとしている。 

GENIAC では日本の大企業からスタートアップま

でが幅広く採択されており、基盤モデル開発のため

の計算資源の提供を行っている。なお、ここでの「基

盤モデル」とは、フルスクラッチで開発したモデル、

既存モデル（国内で開発されたものに限らない）を

事前追加学習したモデル、国内で開発された基盤モ

デルをファインチューニングしたモデルを指し、開

発に必要なデータ整備やモデルの外部提供に必要

な環境構築を含む。また、ここでの「計算資源」と

は計算に使用される GPUリソースを指し、採択され

た企業はGPUリソース提供事業者と個別に調整し確

保する方式と、経済産業省が GPUリソースを一括で

確保し採択された企業に提供するという二種類の

方式があり、これらの GPUリソース利用料に政府が

助成を行う21。このように GENIACでは、日本政府が

企業に代わって Google Cloud A3 GPU
22、Microsoft 

Azure
23、AWS

24と契約し、採択された企業に提供する

形となっている。この施策から米国であればビッグ

テックが独自で、または著名な研究者が立ち上げた

スタートアップであれば、ベンチャーキャピタルか

ら大規模な資金調達を行って計算資源を確保して

開発を行うところを、日本では政府が積極的に企業

のために IT 企業から計算資源を確保して企業に配

分している様子が見て取れる。これは日本がグロー

バルな基盤モデル開発から離脱しないために政府

が迅㏿に動いている状況ともいえるだろう。GENIAC

による採択事例として、自動車の完全自動運転を目

指すスタートアップ企業の Turing 社の「完全自動

運転に向けた身体性を持つ基盤モデルの開発」や、

トヨタ自動車の子会社である Woven by Toyota社の

「都市時空間理解に向けたマルチモーダル基盤モ

デルの開発」などがある。GENIACによる採択の第１

期では 1000 億パラメータ規模の LLM の開発、第２

期ではマルチモーダルな AI の開発が主として行わ

れた。 

自由民主党デジタル社会推進本部 AI の進化と実

装に関するプロジェクトチームが 2024 年 4 月に公

表した「AI ホワイトペーパー 2024 ステージⅡに

おける新戦略― 世界一 AI フレンドリーな国へ 

―」25では「世界各地で政治的・経済的な思惑から AI

開発・規制に関して様々な駆け引きが見られるが、

日本は世界で最も AIに理解があり、AIを実装しや

すい国を目指す。」という記述がある。ここでも生成

AI の急㏿な発展のなかで、AI 産業育成に期待して

いる姿が見て取れる。 

 

（８）商業利用の可能性 

数兆円規模という莫大な投資がされている生成

AIが何によって収益を上げることになるのか、とい

う問いは 2025 年時点では明確な答えはない。例え

ば LLMは文章の構㐀化や作成のみならず、その汎用

性からマルチモーダルにデータの入力を受けて、物

理空間でアクチュエータを動かす、つまり物理的な

ロボットの思考エンジンとなる研究が進んでいる。

例を挙げれば Google による LLM をロボットの行動

生成に利用する「PaLM-SayCan」がそれにあたる26。

日本の製㐀業において産業用ロボットは世界の 50%

のシェアを占めており、我が国にとって重要な産業

となっている。LLMなどの生成 AIを利用したロボテ

ィクスはこうした同じ動作を正確かつ高㏿に動作

する工場ラインでのロボットとは性質が異なる。そ

の強みは事前に与えられたルールに基づく動作で

はなく、初めての環境、初めての指示でも動作する

ことのできるゼロショットと呼ばれる適応性や自

律性である。例えば人間がロボットに対して、初め
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て「テーブルからコーヒーを取って」と指示しても

それを理解し、実行できるような能力である。ここ

に LLMが介在する可能性がある。産業用ロボットを

自動車産業に置き換えても同様であり、LLM の中心

的技術であるTransformerのモビリティでの応用が

進む可能性がある。 

将来の生成 AI の応用や商業化が予測されるが、

現在のところ、生成 AI を使ったソフトウェア上で

の AI エージェントなどが製品として考えられる。

例えば業務効率化のために、チャットボットを介し

て人間が指示した内容をソフトウェア上で自律的

に完結することが想定される。これは「来週の出張

のためにホテルを予約して欲しい」という指示を理

解し、メールなどのユーザデータから実際の出張先、

期間などを検出し、ホテル予約サイトなどでユーザ

の代わりにログインして予約するというタスクを

自動で行うような例である。OpenAIが 2025年 1月

に発表した Operator は同社の Web ブラウザ上でユ

ーザが指示を行うと Operator が自動で入力やクリ

ックを行い、作業を行う。こうした AI による業務

効率化は一般化することが想定され、民間でのAIエ

ージェントの利用が進む可能性がある。2024年のマ

イクロソフトと LinkedIn の調査によれば日本の職

場での AI活用は 32%となっている27。日本の生成 AI

の商業利用では既存の LLMをカスタマイズし、企業

が社内利用できる知識共有の仕組みを構築する取

り組みなどが進んでいる。生成 AI をソフトウェア

のテストに応用した製品を開発するスタートアッ

プ企業の Autify
28といった企業もあるが、日本企業

が生成 AI を利用した製品で収益化するのはもう少

し時間を要するだろう。これは顧客が生成 AI 製品

による付加価値を認め対価を払うことがまだ一般

化していないためとも言える。AIによる音声合成や

会話の反応は人間に近づいており、こうしたソフト

ウェアがコールセンターなどに導入され一気に普

及する可能性がある。現状の AI は議事録作成など

業務効率化、すなわちコスト削減に資するものが多

いが、AIによる営業が人間を超えるような売上増加

に資する製品が創出されることも市場拡大に寄与

することだろう。 

 

第２節 大学における AI研究の位置づけ 

文部科学省では「数理・データサイエンス・AI教

育プログラム認定制度」29によって大学（短期大学含

む）・高等専門学校の正規の課程の教育プログラム

のうち、一定の要件を満たした優れた教育プログラ

ムを文部科学大臣が認定／選定することによって、

大学等が数理・データサイエンス・AI教育に取り組

むことの後押しを行うとしている。この制度の概要

において文部科学省は AI に関する能力と育成する

目標人数を 3 段階に分けており、「リテラシー」は

初級レベルの数理・データサイエンス・AIを習得（50

万人/年 大学・高専卒業生全員）、「応用基礎」は自

らの専門分野への数理・データサイエンス・AIの応

用基礎力を習得（25 万人/年 高校の一部、高専・

大学の 50%）、「エキスパート」は当該プログラムの

射程には入らないが 2000人/年（内、トップクラス

100人/年）、データサイエンス・AIを駆使してイノ

ベーションを創出し世界で活躍できるレベルの人

材の発掘・育成としている。このように文部科学省

の認識では AI に関連するトップクラスの人材は年

間 100人程度という規模感であると想定される。 

文部科学省では AI 領域の先端的研究開発を推進

するための「国家戦略分野の若手研究者及び博士後

期課程学生の育成事業（BOOST）次世代 AI人材育成

プログラム」を創設し 2024 年に公募を開始した。

ここでは幅広い大学から博士後期課程学生が採択

されている30。国内外の大学において AI領域の先端

的研究はコンピュータサイエンスという学部/学科

で行われていると考えられ、いくつかのランキング
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を参照してみる。THE(Times Higher Education)の

World University Rankings 2024 by subject : 

computer scienceでは東京大学 33位、京都大学 69

位、東京科学大学 97 位31。QS World University 

Rankings by Subject 2025: Computer Science and 

Information Systemsでは東京大学 38位、東京科学

大学 95位32となっている。無論、こうしたランキン

グが全てではないが、コンピュータサイエンスにお

いて日本のトップの東京大学で 30 位台であり、世

界のトップを走っているとは言い難い状況となっ

ている。研究成果の一つの指標として論文数が考え

られるが、2024年度の人工知能学会全国大会で発表

される論文数を参照すると 2332 人の著者による

996件の論文のうち、東京大学が 101件と 2位の慶

應義塾大学の 2 倍の論文数となっている33。このこ

とから日本国内の AI 研究において東京大学が有力

であると考えられる。 

東京大学におけるAI研究はAIの応用先が領域横

断的でもあり、複数の研究科において行われている。

主要な研究科は東京大学大学院情報理工学系研究

科であり、６つの専攻（コンピュータ科学、数理情

報学、システム情報学、電子情報学、知能機械情報

学、創㐀情報学）が存在する。また分野横断型研究

を推進する５つの連携研究機構（次世代知能科学研

究センター、数理・情報教育研究センター、バーチ

ャルリアリティ教育研究センター、情報セキュリテ

ィ教育研究センター、及び知能社会創㐀研究センタ

ー）がある34。また東京大学大学院工学系研究科技術

経営戦略学専攻には、政府の AI 戦略会議の座長を

務める松尾豊教授が専任教員となっている。東京大

学大学院工学系研究科システム創成学専攻におい

ても AI に関連する研究が行われている。東京大学

の例では、機械学習、自然言語処理や画像生成その

ものの研究、そして AI モデルの各産業分野への応

用研究という形で行われており、情報技術の一つと

しての AI を社会課題の解決のために領域横断的に

研究するという方向性を示している。AIの応用範囲

の広範さもあり、また大学運営として中央集権的な

整理がされていないために、東京大学では AI を取

り扱う学科と専攻が多岐にわたっている。また連携

研究機構においても次世代知能科学研究センター

をはじめとして AI を取り扱う組織が複数存在して

いる。 

 

（１）主要な研究プロジェクト 

ここでは生成 AI 関連の日本の大学におけるいく

つかの研究を参照する。LLM が世の中に登場した際

に、その特徴や機能は開発当事者でさえ予測不能な

点があった。東京大学の松尾・岩澤研究室の小島武

特任研究員が 2022 年 5 月に発表した「Large 

Language Models are Zero-Shot Reasoners
35」は

LLM が事前学習していない新しいタスクでも論理的

な推論を行える可能性を示したことで注目を集め

た研究である。この研究はその後、LLM を扱う際に

常識となっていくプロンプトエンジニアリングの

考え方を示した。具体的には「Let’s think step 

by step」というプロンプトを LLMに与えることで

問題の正答率を飛躍的に向上させる現象を扱って

いる。同研究室では2024年8月に経済産業省とNEDO

が主導する日本国内の生成 AI 基盤モデル開発を推

進する GENIAC プロジェクトの支援を受け、フルス

クラッチでの基盤モデル開発を行い、公開している。

当該モデルは対話、作文能力を評価する指標

「Japanese MT-Bench」において「GPT-3.5 Turbo」

と同等以上の性能を達成したとしている36。 

LLMの研究では 2024年 5月に東京工業大学 学術

国際情報センター（GSIC）と情報・システム研究機

構 国立情報学研究所（NII）がスーパーコンピュー

タ TSUBAME4.0 を活用した日本語版 LLM の研究開発

において連携・協力することを目的とした協定を締
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結している。 

生成 AI の応用分野では工学系以外の研究室から

も研究発表がある。東京大学大学院薬学系研究科の

山城皓太郎大学院生、池谷裕二教授らの研究グルー

プは、マウスの大脳皮質から局所場電位（脳波の一

種）を記録し、これをもとに人工知能にイラストを

描かせるシステムを構築したと発表した37。これは

マウスのその時の脳の状態に応じて生成 AI で描か

れた絵が更新されていくというものである。 

 

（２）産学連携 

生成 AI 関連で ChatGPT の活用といった初歩的な

ものではなく、産学連携で研究成果が出ているもの

はほとんど無いのが現状である。一方で生成 AI 活

用に関心を持つ日本企業は多い。ベネッセコーポレ

ーションと、ウルシステムズは、共同発起人となり、

代表理事である慶應義塾大学医学部 宮田裕章教授

を含む先端企業や有識者ら 17 名を理事に迎え、一

般社団法人 Generative AI Japan（略称「GenAI」）

を 2024 年 1 月に発足している。会員企業には日本

の大企業が並んでいる。同法人の活動としては先端

技術の共有と連携、ビジネスユースケースの共有と

実装支援などがある。 

 

（３）AI人材の育成 

AI人材の育成については前出の「数理・データサ

イエンス・AI教育プログラム認定制度」のように大

学等が数理・データサイエンス・AI教育に取り組む

ことを促進するプログラムが存在する。一方で米国

と中国のトップ研究者に伍する人材をどのように

日本で育成していくのかが課題となっている。経済

産業省による「トップ人材の育成」としていくつか

の取り組みが挙げられる。独立行政法人情報処理推

進機構が 2000年に開始した未踏 IT人材発掘・育成

事業38は未踏的なアイディア・技術をもつ突出した

人材を発掘・育成する事業であり、25歳未満の天才

的な個人が対象39としている。この事業ではこれま

でに 1700人の未踏人材を発掘・育成し、255名以上

が起業・事業化を行ったとしている。採択された個

人のなかには、プリファードネットワークスの西川

徹代表取締役（2005年採択）などがいる。同事業で

は IT の先進分野について対象を決め、そのテーマ

に取り組む人材を募集し、プロジェクトマネージャ

ーや関連する企業・大学等と連携して育成・支援す

る「未踏ターゲット事業40」がある。また東京大学の

松尾・岩澤研究室では大学内だけでなく大学外で AI

研究に関心を持つ人々に向けて「人工知能を学ぶた

めのロードマップ41」を公開しており、学習コンテン

ツの中には生成 AI に関するものがある。同研究室

は「大規模言語モデル基礎 Deep Learning応用講座

42」も一般公開している。同研究室のような取り組み

は大学以外からの人材の発掘、研究者のすそ野を広

げることに有用と考えられる。 

生成 AI の先端領域を担う人材を育成するにあた

って、日本の大学による育成だけでなく、米国トッ

プ大学での研究経験が必要なのかという問いがあ

る。これには、2025年 1月に LLMをリリースした中

国の DeepSeek の人員構成が参考になるだろう。

DeepSeek の主要な技術チームメンバーには北京大

学や清華大学などの中国のトップ大学で教育を受

けた新卒者がおり、一方で欧米の大学で教育を受け

た研究者は数名のみが確認されている（スタンフォ

ード大学、テキサス大学、モナシュ大学の 3名）。こ

れらの研究者の指導教官もほぼ全員が中国国外で

教育を受けていなかった43。DeepSeekの技術チーム

は中国国内で学位を取得したばかりの 20 代を中心

に構成されており、生成 AI の技術革新に必要とさ

れてきた米国のビッグテックや大学での経験の要

素に一石を投じた。DeepSeekは米国の先行研究を基

盤にしているが、中国国内の研究者が米国と同等の
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ものを開発できることを印象づけた。この現象は日

本の人材育成についても示唆となるだろう。 

 

（４）政府・企業・大学の連携 

生成 AI に関して、主権国家が自国で基盤モデル

を保有するためには、GPU で構成されたデータセン

ターのような計算資源と AI 研究者とエンジニアが

必要となる。日本では前出の「GENIAC（Generative 

AI Accelerator Challenge）」によって政府が民間

企業に計算資源を提供し、大学では「国家戦略分野

の若手研究者及び博士後期課程学生の育成事業

（BOOST）次世代 AI人材育成プログラム」の支援を

受けた学生が研究を行っている。政府は企業のAI事

業の支援としても 2024 年の経済産業省と総務省が

作成した「AI事業者ガイドライン44」や AIセーフテ

ィ・インスティテュート45の設立により AI開発のル

ール整備を進めている。このように日本は米国と中

国が AI 開発競争、まさに日進月歩で進化する生成

AI開発競争でしのぎを削るなか、ミドルパワー国家

として自国の基盤モデル開発を持続させようと、限

られた資源の中で尽力している。日本には巨額の研

究開発費を提供可能なビッグテックやベンチャー

キャピタルが存在しないなかで、政府、企業、大学

が可能な限りの活動をしている状況である。特に生

成 AIに関しては、GENIACの果たしている役割が大

きい。 

 

第３節 日本の生成 AI開発を巡る課題と展望 

（１）生成 AI開発環境の課題 

生成 AI 開発が今後の経済、社会に与える影響は

大きいと想定され、米国、中国といったスーパーパ

ワーはその開発競争に邁進している。これまで述べ

てきたように、日本の課題は生成 AI 領域における

資金が不十分であること、それにより計算資源が不

足している点である。また AI 研究者の人材の質と

量も課題である。基盤モデルの開発のような最先端

分野と今後の生成 AI の産業への応用という二つの

方向性で人材の拡充が必要である。革新的な研究は

一定確率で出現すると考えられ、高等教育における

AI 研究への道筋をより多くの人間に提供できる環

境づくりが課題となっている。 

 

（２）今後の展望 

 本章で述べてきたように生成 AI の開発と運用に

は研究者とエンジニアという人的資源に加えて GPU

のような半導体、大規模データセンター、安定した

電力供給といった計算資源関連のインフラ整備と

運用コストが必須となる。こうしたハードウェア分

野への官民の設備投資は引き続き対応が必要にな

るだろう。また主権国家である日本が安全性を確認

した基盤モデルの重要性は常に存在すると考えら

れ、その技術進化に追いついていく必要がある。生

成 AI の技術革新は今後も何度も起こることが想定

される。LLM に関してはオープン型モデルの Meta、

xAIに対し、クローズド型モデルのOpenAI、Google、

Anthropic などがあり、オープン型モデルとクロー

ズド型モデルが性能を競っているが、2025年時点で

はクローズド型モデルが先行している。中国発 LLM

の DeepSeek もオープン型モデルである。日本の企

業やスタートアップにとってはコストが低く自社

でのカスタマイズ可能範囲の広いオープン型モデ

ルは魅力的に感じることだろう。 

 米国ビッグテックや大学以外で少ない投資額と

計算資源で高性能な LLM を開発した中国の

DeepSeek は世界に衝撃を与えた。DeepSeek のモデ

ルが OpenAI GPT-4をそのトレーニングに利用した

可能性があるが46、先行するモデルを使って別のモ

デルをトレーニングする「蒸留」はより洗練された

手法に進化すると考えられる。先行する米中のモデ

ルを追う日本としては先行者が多大な投資を行っ
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て構築した高性能なモデルを利用して、軽量で高性

能なモデルを構築する技術は参考となる。DeepSeek

は米国だけでなく、米国と同等の論文数を発表して

いる中国の技術に注目する意義を示した。 

 世界に目を向ければ今後、自国で生成 AI の基盤

モデルを開発できない国がほとんどとなるだろう。

そうした国は自国の思想や文化が反映されないモ

デルを利用することとなる。AI競争におけるミドル

パワーとして日本の悩みは一定の主権の確保と国

際分業による AI 開発の効率化を同時に行おうとす

ることにある。日本が自前で全ての技術を持つこと

が難しいのであれば、同盟国・同志国と協調した計

算資源の確保、日本語のデータを利用したモデルの

開発継続、そして安全保障領域での自律的開発を優

先すべきである。近年の生成 AI の進化を見れば、

AI が人間の仕事を代替していくという流れは止ま
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第５章 比較考察及び政策提言 

 

第１節 比較考察―技術、規制、思想が生み出す各

国のパワーとリスク 

（１）米国のパワー 

 米国、中国、欧州、日本を比較してみると、それ

ぞれにいくつかの特徴が見えてくる。まず、米国は

規模や技術力の面で最も突出した、かつ、概ね自己

完結的なイノベーションエコシステムを有してい

る。とりわけ、Microsoftや Google、Amazon、OpenAI

といったビッグテックの存在、また、NVIDIAのよう

な先端半導体企業が世界的なシェアを維持し続け

ていることが大きな強みとなっていることは確か

である。さらに、これらのビッグテックが英語圏で

生産されたものを中心とする大量のデータを利用

可能なこと、生成 AI の開発からそれを駆動させる

半導体までを支える大量の資金調達能力を備えて

いることによって、米国の生成 AI エコシステムの

自律性はより一層高められている。 

 大規模かつ自己完結的な生成 AI エコシステムを

構築しており、それに多くの国々が依存している状

況は、米国が一方的に力を行使することのできる構

㐀を生み出していると解釈することができる。実際、

そのような力は半導体や生成AIアプリケーション、

投資の流れの規制という取り組みを通じて中国に

向けられている。現状、同志国はそのような力の行

使の明示的な対象になっているわけではないし、そ

れを行うことで米国のビッグテックが中国以外の

市場へのアクセスを縮小するのも得策とは言えな

い。しかし、同志国の間にも産業競争等を通じた利

害の摩擦が生じているなかで、こうした状況は日本

や欧州にとっても潜在的なリスクとなる。関連して、

米国の生成 AI サービスは欧州や日本はもとより、

東南アジアをはじめとするその他の国々でも広く

利用されている。市場が米国内に限定されないこと

で、多くのユーザを獲得しやすい構図が出来上がっ

ていることも、米国の生成 AI エコシステムの強み

を裏付ける特徴である。裏を返せば、日本や欧州な

ど他の国々における生成 AI 開発の進展は、米国の

市場シェアを損なう可能性があり、米欧日の間の協

調的な取り組みを妨げる競争の原因となりうるか

もしれない。 

 このように、米国は他国に比べて総じて「強く、

自己完結的な」生成 AI エコシステムを背景に国際

的な競争力や影響力を獲得している。このことは、

生成 AI を通じた他国からの経済的威圧に対する抵

抗力、すなわち他国によるパワーの行使を制御する

ことにもつながる。その一方で、米国は規制面でい

くつかの課題を抱えている。バイデン政権は生成 AI

がもたらしうる様々なリスクへの対応と開発およ

び利用の促進とのバランスを取ろうと試み、さらに

その動きを具体的な国際規制の形成につなげよう

としたことは確かである。しかしそうしたなかでも、

米国自身の生成 AI 規制は比較的緩やかなガイドラ

インのレベルにとどまってきた。さらに、第 2次ト

ランプ政権のもとで進められている AI 規制の緩和

は、イノベーション推進と規制のバランスを前者に

大きく傾けようとするものであり、リスク管理の観

点からは懸念の対象ともなりうる。さらに、同政権

下で追求される AI からのリベラルな要素の排除の

動きは、思想という観点からは同志国との間で摩擦

を引き起こすかもしれない。いずれにしても、こう

した政権ごとの生成 AI 規制に対する態度の揺らぎ

は生成AIの安全性に疑義を投げかけるだけでなく、

国際規制におけるリーダーシップを発揮するにあ

たって弱みとなる可能性がある。 

 

（２）中国のパワー 

 中国の生成 AI エコシステムも急㏿に国際競争力

を高めており、アプリケーションや半導体といった

分野において強い影響力を持った有力企業も見ら

れるようになっている。一方で、そうした生成 AIエ

コシステムは米国をはじめとする諸国による輸出

規制や投資規制の影響を強く受けており、それが技

術や市場の成長を一定程度妨げている側面がある。

しかしながら他方で、こうした規制が中国における

生成 AI エコシステムの内製化を促し、一部では自

律的な開発・生産能力を持ちつつあることは重要な
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ポイントである。とりわけ、中国の AI エコシステ

ムは人材供給や開発能力の面で米国に劣ると考え

られてきたが、DeepSeekを自国人材によって開発・

発表し、いち早く大きなシェアを獲得するに至った

ことは、ある段階で指摘されている中国の「弱み」

が一夜にして大きく評価を変えうることを示して

いる。もっとも、コスト面での競争力はともかく、

スペック面では米国製の生成 AI に十分にキャッチ

アップできているわけではなく、今のところ米国に

優位があることには変わりはなさそうである。 

 生成 AI 規制の面では、中国の迅㏿かつ集権的な

取り組みは強みでもあり、弱みでもある。中国政府

は生成 AI の普及がはじまった初期段階から、いち

早く国内における海外製 AI の利用規制を進めてお

り、国内への影響を最小化しようと試みてきた。と

同時に、生成 AI弁法や、あるいはより包括的な AI

関連の法制度を準備するにあたり、自国にとって必

要な規制のあり方を「一定程度」トップダウンで決

定できることは他国の生成 AI エコシステムには見

られない特徴である。 

しかしそこには、中国政府が直面するいくつかの

課題もある。ひとつは、中国の生成 AI をめぐる思

想の問題である。欧米で先行する生成 AI は、主に

英語圏で蓄積されたデータに基づく大規模言語モ

デルに依拠して発展している。それらのデータは

「欧米的な思想」を多分に含んでおり、それをもと

に生成された出力が必ずしも中国にとって好まし

いものになるとは限らない。その結果として、中国

政府は欧米の生成 AI モデルを一定程度規制せざる

をえず、独自のモデル開発に注力することになるが、

その基盤となるデータ利用に制約がかかることに

なれば、中国の取り組みは開発・利用の両面におい

て欧米諸国にはないハンディキャップを背負うこ

とになる。 

 関連して重要なのは、生成 AI の開発と規制に取

り組む他の国々と同様、イノベーション環境の改善

と規制のバランスをどのように取るかということ

である。実際に生成 AI に関する規制プロセスで見

られたように、中国もまた民間セクターの意向を完

全に無視できるわけではない。生成 AI の取り扱い

が政治的安定性の問題と結びつけられがちな中国

においては、生成 AI エコシステムをめぐる環境の

自由度が低いことが、イノベーションを妨げる一因

となり、ときにイノベーションと規制の間のジレン

マを他国よりも大きなかたちで経験することにも

つながる。 

 中国の生成 AI エコシステムが抱える別の問題と

して、国際規制への影響力の問題が挙げられよう。

すでにみたように、中国には権威主義的な政治体制

に由来する国内的な規制能力における強みがあり、

その点は国際規制に関与する根拠としての国内規

制アプローチを後退させつつある米国とは対照的

である。しかしだからといって、中国がそのような

国内規制における実績や能力をただちに先進民主

主義国を巻き込むかたちでの国際規制の形成能力

に変換することができるわけではない。中国の規制

の方向性は人権保護を重視する欧州などとは異な

り、より社会の安定や国家統一への影響を意識した

ものになっている。こうした中国独自の規制性向は

他国の AI 規制との垣根となっており、このことが

中国に対する AI を通じたパワーの行使への防壁に

なると同時に、中国が AI を通じて他国に影響力を

行使する際の制約になっている面もある。 

 

（３）欧州のパワー 

 米中と比べると、欧州の生成 AI イノベーション

エコシステムは、スタートアップやアプリ開発とい

った技術・産業競争力の面で後れを取っている。ま

た、投資規模や AI 開発に要するインフラにも脆弱

性を抱えるなど、米中のような自律した競争力を備

えたものとみなすことは難しい。むしろ、欧州の特

徴でもあり、AIをめぐる国際関係においてパワーの

源泉となっているのは、その規制のあり方である。

EU はいち早く「AI 法」＝ハードローによる規制を

進めており、AIエコシステムに対して他国と比べて

包括的かつ厳格な制約をかけようとしてきた。これ

は一方で、多様な国家によって構成される EU 特有

の政治構㐀のもとで各国を一律に拘束することを
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目指したものであり、ソフトローアプローチを採用

する米国、あるいは当初の日本のアプローチとは対

照的である。このような EU の規制のもうひとつの

特徴として、中国と同様の思想的な背景が大きく影

響していることを挙げることができる。もちろん、

ここでいう思想は中国のそれとは異なるものであ

り、人権や民主主義など、いわゆる「西側的な」価

値を体現したものである。 

 こうした状況下において展開される強固な規制

は、一方では米国や中国など、異なる価値観、ある

いは異なる価値の序列に基づいて開発され、普及す

る米国や中国の強力な AI が流入した際に一定の防

波堤になる。また、EUの規制に内包されるこうした

思想は、その強力な制度化志向と相まって、国際規

制の形成過程において主導権を握るための梃子に

なると見ることもできる。とりわけ、第 2次トラン

プ政権のもとで米国が規範的な規制形成力を後退

させていくとすれば、それに代わって欧州が影響力

を発揮する余地は大きい。 

しかし、そこにはいくつかの課題もある。ひとつ

は、欧州が AI 規制に内在させる思想に対して、各

国がどこまで受容的かという問題である。一方で、

人権や民主主義といった欧州の制度に内包される

価値観は、一般論としては否定されにくいものでは

ある。それは国際規制を主導するにあたって「一部

の国々には」重要な価値基準を提供するものとなり、

それが国際的な AI ガバナンスの実現に向けた求心

力にもなりうるだろう。しかし他方で、このような

価値に必ずしも高い優先順位を与えない国々にと

ってはこれらの規制を受け入れることは自明では

なく、EUにおける AIの思想が斥力を生み出し、あ

るいはそのまま摩擦の火種となることもあるかも

しれない。もとより、EUの AI法による規制による

パワーは、いわば防御的な側面が強く、他国に影響

を及ぼすことを目的としたものではないために、国

際規範の形成において持ちうる効果は限定的な可

能性がある。 

さらにいえば、米国が第 2次トランプ政権の下で

リベラルなアイディアに対して背を向ける姿勢を

加㏿させていくなかで、従来は欧州と米国を結びつ

ける役割を果たしてきた人権や民主主義といった

キーワードが両者間の不和を引き起こす一因にな

ることにもつながりうる。このことは、AI規制のあ

り方をめぐる関係にも波及する可能性があろう。 

欧州の AI 規制枠組みは一面では強みとなる要素

ではあるが、他面では、EUの厳しい規制が域内企業

の競争力拡大やイノベーションの進展を鈍化させ

る、いわば制約要因として機能する可能性も大きい。

このような状況に置かれる欧州諸国にとって、自身

の強みである規制的な影響力を用いて米中の技術

的優越性に基づく影響力を相殺することが果たし

て可能なのかという点が戦略的な検討課題となろ

う。 

 

（４）何がパワーの源泉となっているのか 

 このように見てみると、生成 AI をめぐるパワー

の源泉はひとつではない。一義的には、生成 AI を

開発する高度な技術力とそれを産業化するための

基盤、さらにはそれらを駆動させるための半導体、

資金、電源、人材などを含むひとそろいのイノベー

ションシステムを構築できているかどうかが重要

なポイントになる。もちろんそれだけでも十分では

なく、それらの要素によって構成される生成 AI エ

コシステムの競争力が他国との相対的な関係によ

って決まることにも留意する必要があろう。のちに

見るように、日本においても生成 AI のイノベーシ

ョンエコシステムを駆動させるための仕組みは一

通りそろっているということができるが、そのこと

は他国に影響力を与えるためのパワーとして作用

することと同義ではない。 

 制度もまた、重要なパワーの源泉となる。とりわ

け国内（域内）制度が準備されていることは、国際

規制の形成過程を主導するにあたって一定の説得

力をもたらすことになる。もっとも、強固な国内制

度が準備されていることが、ただちに各国の行動変

容を促すわけではない。言い換えるならば、技術的・

産業的な能力に裏付けられない規範的な規制が、ど

こまで他国に対するパワーとして作用するかは検
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討の余地がある。 

 そしてより重要なのは、生成 AI がもたらす技術

力の向上や規制の影響力の方向性について考える

際に、生成 AI とパワーの関係において思想が果た

す役割を考慮することがますます重要になってい

るように見えることである。生成 AI と思想の問題

は密接に結びついているが、その意味や社会に対す

る影響の仕方は一様ではない。生成 AI の利用や規

制に体現されるべき価値は、中国的な社会統制を意

味する場合もあれば、欧米的（とりわけ EU的）な人

権保護を強調する場合もあり、どのような思想的背

景を持ち、いかにして、どこまでそれを保護しよう

とするかによって利用可能なLLMの規模や国内外の

モデルの受容可能性が一定程度方向付けられるこ

とになる。また、国際的な規制形成に際しても、人

権や民主主義の保護といった思想が国際的な訴求

力を持つ場合もあれば、生成 AI 規制の背景となる

思想が一致していない場合には、生成 AI をめぐる

強力な制度はむしろ国際的な摩擦を引き起こし、規

制調和を妨げる原因となる。その意味で思想の影響

は両義的であり、強い思想的な背景を持っていれば

良いというものではない。しかし、確立された価値

観を持つ社会であるほど、生成 AIの開発・利用・規

制を単なる技術競争という文脈で検討するだけで

なく、自身の思想を守ることのできるかたちでデザ

インしなければならなくなるのである。 

 

第２節 政策提言―ミドルパワーとしての日本の

立ち位置 

（１）日本のパワーはどこにあるのか―強いていえ

ば― 

 生成AIがもたらすパワーはかくも多面的である。

では、日本のパワーの源泉をどこに見出すことがで

きるのだろうか。逆に、日本が生成 AI 領域でパワ

ーを構築するにあたって欠けている要素は何なの

だろうか。 

 生成AIエコシステムの現状を米中と比較すると、

日本の技術基盤は大きく後れを取っている。とりわ

け、特に GPUなどの高性能計算機器の不足は深刻で

あり、大規模言語モデルの開発に必要な計算能力を

確保することはできていない。この背景には、必要

な投資規模が国内企業の投資能力を超えていると

いう厳しい現実がある。インフラ整備の遅れも顕著

な問題となっている。データセンターの規模や性能、

電力供給体制など、基盤的なインフラ整備の面では

米中に大きく水をあけられている。 

ハードだけでなく、ソフトの面でも課題は山積し

ている。AI 分野における専門人材についていえば、

給与水準の問題や産学連携の機能不全も相まって

不足が顕著であり、世界市場における競争力の低下

を招くだけでなく、継続的な海外流出にもつながっ

ている。新たな産業としての萌芽も十分とは言えず、

ベンチャーキャピタルの規模やスタートアップを

巻き込んだイノベーションエコシステムも十分に

育っているわけではない。さらに、海外、とりわけ

欧米の生成 AI 環境との比較で考慮しておくべき条

件として、LLM 構築に際してベースとなる日本語の

弱み、つまり基盤となるデータ規模の問題もある。

こうした状況は日本の国際競争力を著しく低下さ

せる要因となっており、早急な対応が求められてい

る。 

 これに対して、規制の面では広島 AI プロセスを

通じたプレゼンスが国際的な生成 AI 規制に一定の

影響を与えるようになっていること、日本国内の規

制が緩やかなガイドラインから法規制型へシフト

していることは、欧州型に近い影響力をもたらす可

能性がある。もっとも、欧州について検討したよう

に、規制的な影響力の強化には生成 AI の発展を制

約する側面もあるほか、必ずしもイノベーションエ

コシステムの強さがもたらす影響力を代替するわ

けではないため、その点には留意する必要があろう。 

 

（２）日本が取りうる戦略的アプローチ 

 このような現状を国際的な生成 AI 競争の中に位

置づけたとき、日本はどのような選択肢を取りうる

のだろうか。ここではいくつかの提言のかたちで検

討してみたい。 
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①生成 AI 分野における「ミドルパワー」としての

選択 

 総合的な国力の評価はともかく、生成 AI 分野に

おいて日本が持っている資源は米中に大きく水を

あけられており、短期的にキャッチアップするだけ

の投資をただちに行うことができるわけでもなさ

そうである。かといって、日本はすべてを諸外国に

頼らなければならないという状況に置かれている

わけでもない。先行国に劣るとはいえ、生成 AI エ

コシステムに必要な要素を一揃い備えていること、

そのうえで、国内外での規制形成に関して一定の実

績を積み重ねてきていることは、戦略形成に際して

考慮に入れることのできる重要な資源であると言

えよう。こうしたなかで日本が生成 AI をめぐる国

際競争および国際協調でパワーを獲得するために

は、「ミドルパワー」としての日本の立ち位置を改め

て確認するところから出発する必要がある。 

 日本の科学技術政策や外交政策は、時として自身

を「科学技術立国」として位置づけたうえで、漠然

とした技術的優位性への期待に基づいて立案され

る場面が依然としてしばしばみられる。そこから脱

却し、日本の技術競争力の現状を正確に認識すると

ころから戦略を再検討することが現実的かつ有効

な戦略構築につながることを強く意識する必要が

ある。このようなスタンスは単に自国の国際的な立

場を後退させることを意味するのではなく、新たな

戦略の可能性を模索するにあたっての出発点とな

る。 

 北欧諸国やカナダの例は、必ずしもすべての科学

技術分野で主導的な立場を取る必要はないことを

示唆している。むしろ、競争可能な分野の選択的な

特化を進め、国際協調をつうじた影響力の確保を戦

略の中心に据えることも十分に考えられる。この文

脈で、広島 AI プロセスのような国際的なイニシア

チブは、より積極的な意味を持つ可能性がある。日

本の置かれた状況を「技術的従属」と捉えるのでは

なく、むしろ既存の技術を前提とした上で、その活

用と展開において独自の役割を果たすという発想

の転換を進める必要がある。 

 

②基盤モデル競争からの撤退と応用分野での競争

力構築 

 そうしたなかで日本にとって重要なのは、基盤的

モデル開発をめぐる国際競争から一歩引いた立ち

位置を確立することである。ここまでに述べてきた

ように、また、一般的にも広く認識されつつあるよ

うに、すでに米中が圧倒的な優位性を確立している

生成 AI 分野において、後追い的な開発競争に限ら

れた資源を投入することは十分な成果につながら

ない可能性が高い。基盤モデル開発をめぐる競争か

ら戦略的に距離を置くことによって、限られた資源

の効率的な再配分を目指す必要がある。 

 では、その資源をどこに振り向けるべきなのだろ

うか。ここで注目すべきは、すでに他国で確立され、

大きく発展していく基盤モデルを日本のニーズに

沿ったかたちでどのように使っていくか、というこ

とを戦略的に志向することの重要性である。これは、

基盤モデルでの優位性獲得を目指すのではなく、そ

れを用いた応用分野へのアプローチを重点化する

ことを意味する。具体的には、医療、金融、製㐀業

などの分野で、既存の産業基盤を活かしながら生成

AIの実装を進めていくことが考えられ、実際にもそ

のような取り組みが進められつつある。この戦略は、

競争可能な基盤モデルを持たないという制約を逆

手に取り、他国の技術的成果に依存することによっ

てより実践的な価値創出を高いコスト効率で目指

す選択と位置づけられる。類似の例として自動車 OS

のケースは参考になろう。日本の自動車メーカーは

これまでに独自の車載 OS 開発を試みたが十分な成

果を上げることができず、結果的に海外のメガサプ

ライヤーの製品を採用することとなった。しかし、

そのことが直ちに自動車市場における競争力の減

衰につながったわけではない。この経験は、生成 AI

戦略における基盤モデル開発と応用の戦略につい

ても重要な示唆を含んでいる。 

 もっとも、こうした取り組みを進めるにあたって、

産業構㐀自体を大きく転換させていく必要性もあ

る。ひとつは、従来型の製㐀業中心の構㐀からより
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付加価値の高いデジタル産業への転換を目指すこ

とが重要になってくる。これは単なるデジタル化の

推進ではなく、既存の産業基盤を活かしながら、生

成 AI による高度化を図るという方向で進めていく

べきものである。もうひとつ、日本では生成 AI 分

野においても大企業の果たす役割が依然として強

く、それ自体は日本独自の強みとして積極的に活用

していくべきものではあるが、同時に世界的に生成

AI の発展を牽引している企業の多くがスタートア

ップであるという事実を見逃すことはできない。日

本のスタートアップ支援については資金面での制

約や大企業との連携不足など、多くの課題が認識さ

れているほか、近年の事案が示すように、新たに登

場したスタートアップの企業としての信頼性をど

のように担保するかという問題もある。こうした課

題に対応することで、日本の生成 AI エコシステム

におけるスタートアップ企業のプレゼンスを戦略

的に高めていくことが、応用分野での競争力構築に

際しても重要になっていくだろう。 

 

③「落伍しない」ための基盤モデル投資とインフラ

整備 

 ただし、こうした応用重視の資源配分は、ただち

に他の領域からすべての資源を引き上げることを

意味しない。生成 AI ミドルパワーとしての立ち位

置を確立するためには、基盤モデル投資や人材育成、

各種インフラ整備に相応の資源を振り向けておく

ことも重要な施策である。他国で開発される生成 AI

モデルやその基盤となる学術知は日々更新されて

おり、それらの動向を「理解することができなくな

る」という状況は避けなければならない。そのため

には、基盤モデルの開発に一定程度の投資を行って

おく必要があり、また、それが実行可能な人材育成

も継続的に進めておく必要があろう。 

 とりわけ、日本における人材育成は、早急に対応

を要する問題であると位置づけられる。体系的な人

材育成システムを整備することが急務であること

は言うまでもなく、日本では従来型の給与慣行や、

給与水準の国際的な非競争性（結果的に生じる低給

与）が、人材育成・獲得競争に構㐀的な悪影響をも

たらしており、そのことによって日本の優秀な人材

が海外企業・研究機関に流出する現状もある。もっ

ともこれは生成 AI 領域に限られた問題ではなく、

人材獲得に焦点を当てた戦略を展開する場合には

早急に解決すべき課題であると言えよう。 

 いずれにしても重要なことは、日本において実行

されるべき基盤モデル投資や人材育成の仕組みの

再構築を含めて、生成 AI エコシステムを作動させ

るための取り組みが基盤モデル競争での勝利を目

指すためのものではなく、あくまでも応用分野での

競争力向上に向けて行われることを意識した戦略

を構築するという点である。米中との基盤モデル競

争に勝利するための投資と、米中競争の中で生じた

生成 AI モデルを応用することで世界的なプレゼン

スを高めようとするための投資のあり方は、おのず

と異なってくるはずである。 

 ただし、このようなアプローチがいわゆる「AI主

権（sovereign AI）」の問題を惹起することには留意

する必要がある。つまり最終的に生成 AI の基盤モ

デルを他国に依存することで、AIや関連データの取

り扱いをめぐる自律的な意思決定の能力を喪失す

る可能性を常にはらむことの問題である。他国の基

盤モデルを利用することが前提とするのであれば、

技術的な面で一定程度のリスクを負わざるをえず、

そのうえで可能な限り共通の価値観に基づく技術

連携を強化するかたちでリスクの緩和を目指すこ

とが次善の策となろう。そのうえで、思想面での影

響を一定程度制御する仕組みを整備する必要もあ

る。基盤モデルにはそのもととなるデータの言語に

由来する思想的なバイアスが含まれうる。他国のモ

デルを利用することは、異なる思想の影響を受け入

れることを意味し、ときにそれが自国独自の価値観

を損なう可能性を排除することはできない。こうし

た影響を制御するための規制と監視の仕組みを整

備することによって、少なくとも生成 AI の「使い

方」や「社会的影響」に関する決定権を維持し、AI

主権を完全に喪失しないための制度を構築するこ

とが重要になる。このような方法は EUの AIガバナ
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ンスに近い。さらに誤解を恐れず言えば、この考え

方を突き詰めると中国の生成 AI ガバナンスの論理

に近づいていく。ただし、その背景となる思想が決

定的に異なるがゆえに、おのずと目指すべきゴール

も異なってくる。 

 

④規制アプローチの加㏿ 

 日本が生成 AI 分野でパワーを獲得していくにあ

たっての取り組みとして、規制へのアプローチを見

直すことも重要な選択肢であり、現状の政策もこの

ような方向で展開されていると考えてよいだろう。

政策面では、これまでのガイドラインベースの緩や

かな規制から、より法的拘束力のある規制への転換

が進められ、2025年 5月には「人工知能関連技術の

研究開発及び活用の推進に関する法律」が成立した。

この動きは日本の規制アプローチにおける大きな

転換点となる可能性がある。 

 注目すべきは、研究開発環境の整備とのバランス

を取りつつも、（生成）AI のリスク管理と安全性確

保を重視する姿勢が明確化されている点である。こ

れは単なる規制の強化ではなく、生成 AI の安全性

や信頼性を評価・確保する能力を、日本の新たな強

みとして確立していく可能性を示唆している。ここ

には、基盤モデルの開発ではなく、その「使い方」

や「評価」に軸足を移すという発想の転換が見られ

る。米国が規制緩和を進めるなかでこうしたアプロ

ーチを採用することは、単にリスクを制御するため

の規制強化という側面だけでなく、技術開発で後れ

を取る日本が応用に重きを置き、生成 AI の信頼性

や安全性の面で国際的な競争力や影響力を高める

戦略を打ち出すことにもつながるかもしれない。同

時に、中国が権威主義的なかたちで、あるいは影響

力工作の手段として生成 AI の利用を進めるとすれ

ば、それがもたらす影響を緩和するための措置とし

て国内規制を強めることも必要になってくる。 

 

⑤国際協調戦略の再構築 

 もちろん、中国の事例が示すように、一方的な独

自規制の強化は単なる障壁としてのみ機能し、分断

と孤立につながる可能性を高める。規制能力をパワ

ーに変えていくには、国際協調の深化が不可欠であ

る。すでに広島 AI プロセスの行動規範が各国にお

ける制度形成の際に参照されるなど、一定の国際的

影響力を与える根拠となったと評価することがで

きる。また、2025年の AI法制定は国際協調戦略の

立案という面から見ても、こうした矛盾を解消する

重要な転換点となりうる（広島 AI プロセスの際に

は日本では国際規制の推進が先行しており、国内的

に確固たる法体系を持たないまま国際的な影響力

を発揮しようとする矛盾が存在した）。 

 ここで、協調相手の選択が問題となろう。国際的

な規範形成においては、同様に強力な規制アプロー

チを採用しつつ生成 AI エコシステム全体で見れば

「ミドルパワー」として近しい立場に置かれている

EU 諸国を中心に協調を進めていくことが望ましい

だろう。もっとも、米国との連携を放棄するわけで

もない。技術的な協力は優れた米国の基盤モデルを

前提としながら進めることが効率的であり、日本と

しては両者の不調和につながらないようにするた

めの役割を担うことも独自のアプローチとして意

識しておくことのできるポイントである。この際、

柔軟性の高いミニラテラルな枠組みを構築するこ

とで米欧日間の調和を図ることも重要な選択肢と

なるが、その際には生成 AI のグローバルガバナン

ス構築を遅らせる可能性があることも念頭に置く

べきであろう。 

 また、基本的な戦略としては欧米諸国との協調体

制をリデザインすることが重要になるものの、それ

と同時に独自の言語的背景によって生成 AI 開発の

資源が制約を受けているアジア諸国との連携は模

索することには価値がある。これには例えば韓国の

ような事例を参照しつつ、言語や文化面での独自性

を活用しつつそれらを保護するための方法論を共

有していくことが考えられる。アジアにおける国際

連携の模索は、技術競争や規制調和の問題と並んで

思想的・文化的要素の保護を考慮するにあたって重

要な取り組みとなろう。
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生成 AI を国家のパワーとして作動させるにあた

り、技術的な優越性やそれを生み出すためのイノベ

ーションエコシステムが最も重要な要素となって

いることは言うまでもない。しかし、国際政治にお

けるパワーやその影響の様相を規定するのはそれ

らだけでもない。規制の構築が他国からの影響力を

緩和することに役立つこともあれば、生成 AI の社

会的影響を左右する各国の思想的背景によって、選

択できる技術や制度のあり方が左右されることも

ある。とりわけ、生成 AI の技術的な特徴と思想と

のかかわりを踏まえることで、大国間の技術競争と

政治体制間の競争が重なり合う場としての生成 AI

をめぐる国際政治の今日的な特徴が見えてくる。 

ひとことでまとめるならば、国際政治における生

成 AI のパワーとしてのあり方は、このようにして

技術競争力の面での優越性を中心としつつも、それ

を生み出すイノベーションエコシステムの構成、規

制、思想といった要因の関数として決まってくると

いうのが本レポートの主張である。各国はイノベー

ションエコシステムや規制をめぐるそれぞれの強

みを梃子に、あるいは弱みを手当てするかたちで、

異なる競争戦略を採用することになる。 

いまのところ、生成 AI をめぐる技術的な発展や

政策の展開はきわめて㏿く、本レポートで描きだし

た具体的な情報そのものはすぐに鮮度を失うかも

しれない。だが、生成 AI をめぐるイノベーション

エコシステムの構㐀や、パワーを構成する要素とし

ての技術、規制といった要素の重要性、さらには思

想をめぐる競争を構㐀的に捉えようとする視座は、

目まぐるしく動く生成 AI の国際政治を、細かな変

化に流されすぎずに理解するためのひとつの指針

となるだろう。 

 最後に、もちろん、今日の国際政治における技術

競争は生成 AI のみを軸に展開しているわけではな

い。これを参照点として、より広範な視点で他の技

術分野とのかかわりを考察していくことも重要で

ある。たとえば、AIは単独で利用されるだけではな

く、他の新興技術分野と関連づけられることで創発

的なパワーを発揮する側面もあることは注目して

おくべき点である。また、生成 AI は新興技術が国

際政治に対して与える影響を考えるうえでのひと

つのモデルケースではあるが、すべての技術分野に

同じ問題があらわれるわけではもちろんなく、各技

術分野に固有の特徴を反映した分析へと展開して

いく作業も必要になってくるだろう。 
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